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第一章　計画の概要       　　　　 

１　計画策定の趣旨 

日本は少子化という最大の危機に直面しています。国によると 2022 年に生まれたこどもの数は

77 万 759 人となり、統計を開始した 1899 年以来、最低の数字となりました。2022 年の合計特殊

出生率も 1.26 と過去最低となっています。また、近年、少子化のスピードが加速し、出生数が初

めて 100 万人を割り込んだ 2016 年以後、2019 年に 90 万人、2022 年に 80 万人と、この傾向が続

けば 2060 年頃には 50 万人を割り込んでしまうことが予想されています。このような急速な少子

化は人口減少へとつながり、経済・社会システムを維持することが困難となることも危惧されて

います。 

このような中、国は異次元の少子化対策を推進し、こども政策の取組を集中的に行うため令和

5 年 4 月に「こども家庭庁」を新たに発足させるとともに、こども政策を社会全体で総合的に推進

していくため「こども基本法」を施行、同年 12月には「こども大綱」を制定しました。 

「こども大綱」においては、「すべてのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこども

の権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとし

く健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁

護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を

送ることができる社会」（＝「こどもまんなか社会」）の実現を目指すと掲げられています。 

本市においては、いち早く子ども条例を制定し、子どもの権利保護に取り組み、また、令和 2

年 3 月に策定した「第二期射水市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、こどもの健やかな成

長、保護者の支援体制の整備等に取り組んできましたが、子育て家庭に行ったアンケート調査に

より、フルタイムで就労する母親が増加する中、様々な働き方に合わせた柔軟な子育て支援を求

める意見など依然として仕事と子育ての両立に関して負担感があることなどがわかりました。 

このことから、アンケート調査の結果や社会情勢等も踏まえ、こども・若者はこれからのまち

の未来を担う貴重な存在であることから、引き続き安心してこどもを産み育てることができる環

境の整備を図るとともに、こどもの成長を支援し、地域全体で子育て世代を応援する取組をさら

に充実させていくことを目的に「射水市こども計画」(以下、「本計画」という。)を策定するもの

です。 
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２　計画の法的根拠と位置付け 

本計画は、こども基本法第 10条第 2 項の規定に基づく「市町村こども計画」であり、国の「こ

ども大綱」及び富山県子育て支援・少子化対策に関する基本計画を勘案し、本市のこども施策に

ついて定めます。 

また、同条第 5 項の規定に基づき、「射水市子ども・子育て支援事業計画」(こどもの貧困の解

消に向けた対策の推進に関する法律並びに射水市子ども条例に基づく各計画は「第二期射水市子

ども・子育て支援事業計画」において一体的に策定)に加えて、少子化社会対策基本法で定める総

合的かつ長期的な少子化に対処するための施策に関する事項及び子ども・若者育成支援推進法で

定める子ども・若者育成支援施策に関する事項を盛り込むこととします。 

本市の上位計画である「第 3次射水市総合計画」やその他教育・福祉・保健等の関連計画と調

和・整合を図るとともに、関係課や関係機関等と連携し、より総合的かつ効果的にこども施策を

推進します。 

 

【計画の法的根拠】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
射水市こども計画

  ① 子ども・子育て支援事業計画 

【子ども・子育て支援法第61条第1項】

 ② こどもの貧困の解消に向けた対策についての計画 

【こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第 10 条第 2 項】

 ③ 子どもに関する施策推進計画 

【射水市子ども条例第 10 条第 1 項】

 ④ 少子化社会対策基本法で定める、総合的かつ長期的な少子化に対処する 

ための施策に関する事項

 ⑤ 子ども・若者育成支援推進法で定める、子ども・若者育成支援施策に 

関する事項
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【他計画との関連・計画期間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いみず地域共生プラン 
第２次射水市地域福祉計画、第３次射水市地域福祉活動計画、 
射水市成年後見制度利用促進計画、射水市再犯防止推進計画 

（令和 3～12 年度） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３次射水市総合計画（令和 5～14 年度）

射水市こども計画（令和 7～11 年度）

・第３期射水市創生総合戦略(R7～11) 
・第２期射水市教育振興基本計画(R6～10) 
・第２次射水市男女共同参画基本計画(改訂版)(R4～8) 
・射水市地域公共交通計画(R7～11) 
・射水市住生活基本計画(R3～12) 
・射水市都市計画マスタープラン(R2～21) 
・都市公園施設長寿命化計画第２期(R3～12)　　等

〇第３次射水市障がい者基本計画（R6～11） 
・第７期射水市障がい福祉計画（第 3 期障がい児 

福祉計画）（R6～8） 
〇第３次射水市健康増進プラン（R7～18） 

（健康増進計画・自殺対策推進計画） 
○第３次射水市食育推進計画（R3～7） 
〇射水市国民健康保険第３期保健事業実施計画 
（射水市データヘルス計画）(R6～11) 

○射水市新型インフルエンザ等対策行動計画 
（H30～）                              　等
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３　計画の期間 
本計画の期間は、令和 7年度から令和 11年度までの 5年間とします。 

　なお、国のこどもまんなか実行計画や社会情勢の変化等に対応するため、必要に応じて本計画・

こども施策の充実・見直しを行います。 

 

４　計画の対象 

本計画のこども施策の対象は、「こども」「若者」「子育て当事者」とします。 

 

「こども」とは、こども基本法第 2 条において、「心身の発達の過程にある者」「大人として円

滑な社会生活を送ることができるようになるまでの成長過程にある者」と定められています。ま

た、こども大綱においては、乳幼児期・学童期・思春期・青年期の者とされています。 

「若者」については、法令上の定義はありませんが、「子供・若者育成支援推進大綱」において

思春期から青年期の者までとされています。また、社会生活を円滑に営む上で困難を有する 40 歳

未満の者等（ポスト青年期）ともされています。 

これらを踏まえ、本市の計画において「こども」とは、乳幼児期から青年期までの者とし、「若

者」とは、思春期からポスト青年期までの者として表記します。 

※　乳幼児期・・・・義務教育年齢に達するまで（0～5 歳） 

　　学童期・・・・・小学生年代（6～12 歳） 

　　思春期・・・・・中学生年代からおおむね 18歳まで 

　　青年期・・・・・おおむね 18 歳からおおむね 30 歳未満 

    ポスト青年期・・おおむね 30 歳からおおむね 40 歳未満 

 

 

「こども」の表記にあたっては、国で示された表記方法を準用し、特別な場合を除き平仮名

表記の「こども」を用いることとします。特別な場合とは、法令に根拠がある場合や固有名詞

や事業名等として用いられている場合があります。 

乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期

0歳 6歳 12歳 18歳 30歳 40歳

こ ど も

若   者

子ども

《こども・若者の年齢イメージ》
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第二章　計画策定の背景 －統計から見た射水市のこどもを取り巻く状況－ 

１　統計による射水市の状況 

（１）人口の状況 

年齢階級別人口で見ると 65～69 歳、70～74 歳のいわゆる団塊の世代と 40～44 歳、45～49 歳の

団塊ジュニア世代が多くなっています。また、年少人口（0～14歳）は、年齢が低い世代ほど人口

が少なくなっています。 

【年齢階級別人口・令和２年】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,685
1,955

2,229
2,377
2,306

1,947
2,147

2,520
3,094

3,831
2,871

2,580
2,493

2,879
3,620

2,546
1,520
1,302

1,548
1,777

2,075
2,244

1,897
1,776
1,956

2,350
2,967

3,728
2,843

2,622
2,670

3,183
4,218

2,946
2,272

3,257

0 2,000 4,000 6,000

02,0004,0006,000

5歳未満

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳以上

男性：43,902人 女性：46,329人

資料：国勢調査
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令和 2 年（2020 年）の人口は 90,742 人で、平成 17 年（2005 年）の 94,209 人をピークに減

少傾向にあります。なお、第 3 期射水市創生総合戦略において、令和 42 年（2060 年）の目標人

口を 70,000 人としています。 

 

【人口の実績値と目標（推計値）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢 3区分別の人口割合では、令和 2 年（2020 年）時に高齢者人口（65 歳以上）が 30.6％を

占め、年少人口（15 歳未満）の 12.4％の 2倍以上となっています。今後の人口推計でも、高齢

者人口は 30％を超え、年少人口は 10％程度の割合で推移するものと考えられます。 

 

【年齢３区分別　人口割合の実績値と目標値（推計値）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

資料：国勢調査 
　　 住民基本台帳人口、推計値は「コーホート変化率法」による。

資料：国勢調査
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（２）出生率の推移 

本市の合計特殊出生率は、令和 4 年で 1.63 となっており、令和元年以降、国や県を上回って推

移しています。 

 

【合計特殊出生率の推移】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：富山県「人口移動統計」「人口動態統計」より作成 
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（３）世帯の状況 

本市の一般世帯数は年々増加しており、令和 2 年には 33,752 世帯となっています。しかしなが

ら、世帯当たりの人員数は、核家族化等の影響により減少しており、令和 2年には 2.63 人となっ

ています。 

【世帯数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：射水市統計 

 

本市の子育て世帯数（18 歳未満の親族がいる世帯の数）は減少傾向にあり、令和 2 年には 8,169

世帯となっています。ひとり親世帯数はやや減少し、令和 2 年には 426 世帯となっています。 

 

【子育て世帯の推移】    【ひとり親世帯の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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（４）未婚化・晩婚化の状況 
 

①未婚率 
本市の未婚率（15 歳以上の人口に占める 15 歳以上の未婚者数の割合）は、令和 2年(2020 年)

で男性が 28.9％、女性が 18.6％であり、富山県とほぼ同等で全国より低くなっています。 

推移をみると、近年は上昇傾向にあり、全国との差を徐々に縮めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
②平均初婚年齢 
人口動態調査に基づく全国及び富山県の平均初婚年齢をみると、男女ともに高年齢化していま

す。本市においても、富山県とほぼ同様の傾向にあるものと推察されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（歳）

資料：国勢調査
※未婚率＝15 歳以上の未婚者数 ÷ 15 歳以上総人口



10

（５）女性の就労状況 

本市の女性の労働力率をみると、平成 22 年には、子育て期にあたる 30～34 歳を中心に割合が

低くなっており、いわゆるＭ字カーブを描いていましたが、平成 27 年、令和 2年と徐々にＭ字の

谷の部分が浅くなってきており、子育て期でも働く女性が増加していることがうかがえます。 

 

【女性の労働力率の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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（６）保育園・幼稚園等の状況 

児童の人口は減少傾向にあり、保育園の園児数も、やや減少傾向で推移しており、令和 5 年に

は 2,714 人となっています。一方、幼稚園の園児数も同様に減少傾向にあり、令和 5 年で市内 191

人、市外 91人となっています。 

 

【保育園の園児数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：子育て支援課（各年 4 月 1 日） 
※認定こども園（保育園部）及び事業所内保育施設含む。 

 
 

【幼稚園の園児数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援課（各年 5 月 1 日） 
※認定こども園（幼稚園部）含む。 
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（７）国のこどもの貧困率等の状況 
令和 3 年の貧困線は 127 万円となっており、「相対的貧困率」（貧困線に満たない世帯員の割合）

は 15.4％となっています。 

「子どもの貧困率」（17歳以下の子ども全体に占める、貧困線に満たない 17歳以下の子どもの

割合）は 11.5％となっており、平成 27 年以降減少傾向にあります。 

また、「子どもがいる現役世帯」（世帯主が18歳以上65歳未満で子どもがいる世帯）の世帯員につい

てみると、貧困率は10.6％となっており、そのうち「大人が一人」の世帯員では44.5％、「大人が二人

以上」の世帯員では8.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

※１）貧困率は、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の作成基準に基づいて算出している。 
２）大人とは 18 歳以上の者、子どもとは 17 歳以下の者をいい、現役世帯とは世帯主が 18 歳以上 65 歳未満の世帯をいう。 
３）等価可処分所得金額不詳の世帯員は除く。 
４）平成６年の数値は、兵庫県を除いたものである。 
５）平成 27 年の数値は、熊本県を除いたものである。 
６）平成 30 年の「新基準」は、ＯＥＣＤの所得定義の新たな基準で、従来の可処分所得から更に「自動車税・軽自動車

税・自動車重量税」、「企業年金の掛金」及び「仕送り額」を差し引いたものである。 
７）令和３年からは、新基準の数値である。 
資料：厚生労働省「2022 年国民生活基礎調査の結果」 

 
（８）生活保護世帯の状況 

生活保護制度は、生活に困窮する方に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健

康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的とした制度です。 

なお、国は、「子供の貧困対策に関する大綱」の中で、「生活保護世帯の子ども」等について、

「支援を要する緊急度の高い子ども」として優先的に施策を講じるよう配慮する必要があると示

しています。 
【生活保護率】 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：‰） 

 

 射水市 富山県 全国
 平成 30 年度 1.7 3.4 16.6
 令和元年度 1.8 3.6 16.4
 令和２年度 1.7 3.7 16.3
 令和３年度 1.7 3.9 16.2
 令和４年度 1.8 4.1 16.2

資料：福祉行政報告例

H3 H6 H9 H12 H15 H18 H21 H24 H27 H30 R3
相対的貧困率（％） 13.5 13.8 14.6 15.3 14.9 15.7 16.0 16.1 15.6 15.7 15.4
子どもの貧困率 12.8 12.2 13.4 14.4 13.7 14.2 15.7 16.3 13.9 14.0 11.5
子どもがいる現役世帯（％） 11.6 11.3 12.2 13.0 12.5 12.2 14.6 15.1 12.9 13.1 10.6

大人が一人（％） 50.1 53.5 63.1 58.2 58.7 54.3 50.8 54.6 50.8 48.3 44.5
大人が二人（％） 10.7 10.2 10.8 11.5 10.5 10.2 12.7 12.4 10.7 11.2 8.6

等価可処分所得の中央値（万円） 270 289 297 274 260 254 250 244 245 248 254
貧困線（万円） 135 144 149 137 130 127 125 122 122 124 127
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（９）子どもの人数、児童扶養手当の受給者及び母子・父子世帯の状況 
児童扶養手当とは、父母の離婚等で、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成され

る家庭（ひとり親家庭）の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを

目的として支給される手当です。 

なお、国は、「子供の貧困対策に関する大綱」の中で、「ひとり親家庭の子ども」等について、

「支援を要する緊急度の高い子ども」として優先的に施策を講じるよう配慮する必要があると示

しています。 

【子どもの人数、児童扶養手当受給者数の推移の状況（各年度４月１日現在）】 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 

資料：福祉行政報告例等 
 
母子世帯の状況をみると、離婚により母子世帯となった割合が 90％弱で推移しています。 

【母子世帯の状況（各年度４月１日現在の児童扶養手当受給者（母））】 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％） 

資料：福祉行政報告例 

 

【父子世帯の状況（各年度４月１日現在の児童扶養手当受給者（父））】 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％） 

資料：福祉行政報告例 

 

 令和元
年度

令和 2
年度

令和 3
年度

令和 4
年度

令和 5
年度

令和 6
年度

 児童扶養手当受給者数 473 462 454 436 421 427
 児童扶養手当受給対象児童数（Ａ） 694 691 688 669 643 648
 子どもの数（０歳～１８歳以下）（Ｂ） 15,625 15,368 15,022 14,781 14,560 14,215
 子どもの数に占める児童扶養手当 

受給対象児童数の割合　Ａ／Ｂ
4.4% 4.5% 4.6% 4.5% 4.4% 4.6%

 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度
 離婚 88.1 88.4 87.2 86.2 85.8 86.4
 死別 0.2 0.2 0.2 0.4 0 0.7
 未婚 8.7 8.6 8.8 9.4 10.1 9.7
 障害 0.4 0.4 0.7 0.5 0.5 0.5
 遺棄 0 0 0.2 0.5 0.2 0.5
 その他 2.6 2.4 2.9 3.0 3.4 2.2
 合計 100 100 100 100 100 100

 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度
 離婚 84.2 81.0 100.0 100.0 95.0 100.0
 死別 15.8 19.0 0.0 0.0 5.0 0.0
 合計 100 100 100 100 100 100
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２　子ども・子育て支援事業計画の評価 

 

第二期射水市子ども・子育て支援事業計画における指標について、下表のとおり評価を行いま

した。 

【評価基準】 
　　基準値(平成 30 年度)と現状値(令和 5 年度)を比較して、前進しているものを「◎」、前進して

いないもの（現状維持又は微減のもの）を「○」、後退しているものを「△」として評価しました。 
 

１　子どもの権利保護の推進 
（１）子どもの権利の啓発及び確保への支援 

 
２　幼児教育・保育環境の整備 
（１）多様な幼児教育・保育ニーズへの対応 

 
 

 
指標名 単位

基準値 

(H30)

現状値 

(R5)

目標値 

（R6）
評価

 子どもの権利について知っている、

聞いたことがある子どもの割合
％ 51.5 52.6 80.0 ◎

 学校が楽しい、どちらかというと楽し

い子どもの割合
％ 92.1 90.8 95.0 △

 自分にはよいところがあると思う児童

生徒の割合
％

(小)87.5 

(中)86.8

(小)87.7 

(中)87.8

(小)100 

(中)100

(小)◎

 (中)◎

 不安や悩みがあるとき相談できる人

がいる子どもの割合
％ 81.4 80.7 90.0 〇

 子ども食堂開設数 

（補助金交付件数）

箇所 

（件）
1(1) 2（2） 2(2) ◎

 
指標名 単位

基準値 

(H30)

現状値 

(R5)

目標値 

（R6）
評価

 
延長保育実施園数 園 23 26 26 ◎

 
一時預かり実施園数 園 13 15 13 ◎

 
休日保育実施園数 園 9 9 10 ○

 
病児・病後児保育実施園数 園 1 1 1 ○

 
地域型保育施設数 園 1 2 1 ◎
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３　保護者への支援体制の整備 
（１）子育て支援サービス等の充実 

 
（２）放課後の居場所づくり 

 
（３）家庭や地域の教育力の向上 

 
指標名 単位

基準値 

(H30)

現状値 

(R5)

目標値 

（R6）
評価

 
子育て支援センター延べ利用人数 万人 5.0 3.0 5.5 △

 子育て支援アプリ 

ダウンロード累計数
件 729 1,741 1,900 ◎

 子育てガイド ①発行部数 

②配布箇所数

部 

箇所

① 7,000 

② 151

① 6,000 

② 150

① 7,000 

② 220

① △

 ② ○

 赤ちゃんの駅 設置箇所数 箇所 37 38 45 ◎

 
指標名 単位

基準値 

(H30)

現状値 

(R5)

目標値 

（R6）
評価

 放課後児童クラブ 

①開設小学校区数 

②クラブ数

箇所
① 13 

② 21

① 13 

② 23

① 15 

② 24

① ○ 

② ◎

 ①　放課後子ども教室実施箇所数 

②　放課後児童クラブと放課後子ども教

室の一体型及び連携箇所数（うち、一体

型箇所数）

箇所

① 15 

② 13 

(12)

① 15 

② 13 

(12)

① 15 

② 15 

(15)

① ○ 

② ○ 

 放課後子ども教室・土曜学習推進事業　

児童参加率
％ 18.1 16.1 20.0 △

 児童館（室）延べ利用人数 万人 8.1 6.7 11.8 △

 さんさん広場実施箇所数 箇所 6 9 8 ◎

 
指標名 単位

基準値 

(H30)

現状値 

(R5)

目標値 

（R6）
評価

 
いみず親学びスクール参加者数 人 93 120 150 ◎

 子育て井戸端会議保護者参加率 ％ 95.9 61.2 100 △

 地域組織活動の支援　 

①児童クラブ（小学生）の加入率　 

②地域行事に参加したことがない子

どもの割合

％
① 94.7 

② 18.2

① 84.9 

② 41.6

① 96.0 

② 10.0

① △ 

② △

 子育て支援隊登録団体数 団体 37 31 37 △
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４　支援が必要な子ども・家庭への支援 
（１）学校教育を軸とした学力保障 

 
（２）ひとり親家庭等への自立支援 

 
（３）障がいのある子への支援 

 
５　要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進 
　指標の設定は行っていません。 
 
６　親と子の健康づくりの充実 
（１）安心して妊娠・出産できる環境づくり 

 
 
 

 
指標名 単位

基準値 

(H30)

現状値 

(R5)

目標値 

（R6）
評価

 
学習サポーターの継続的な配置 人 40 39 40 ○

 
指標名 単位

基準値 

(H30)

現状値 

(R5)

目標値 

（R6）
評価

 学習支援ボランティア事業 

実施箇所数
箇所 1 3 2 ◎

 
指標名 単位

基準値 

(H30)

現状値 

(R5)

目標値 

（R6）
評価

 
児童発達支援延べ利用回数 回 4,438 3,828 4,960 △

 
保育所等訪問支援延べ利用回数 回 0 0 10 〇

 
放課後等デイサービス延べ利用回 回 13,124 23,411 19,200 ◎

 
指標名 単位

基準値 

(H30)

現状値 

(R5)

目標値 

（R6）
評価

 母子総合相談室を知っている保護者

の割合
％ ― 90.4 65.0 ◎

 
妊娠 11 週以下での妊娠届出率 ％ 94.1 93.1 100 ○

 
妊娠届出時の母の喫煙率 ％ 0.77 0.61 0 ◎

 父(パートナー)が育児に参加する割

合
％ 89.5 94.6 100 ◎
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（２）乳幼児の健康づくり 

 
７　仕事と子育ての両立支援 
（１）ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

 

 

 

 
指標名 単位

基準値 

(H30)

現状値 

(R5)

目標値 

（R6）
評価

 
子ども発達相談室を知っている保護

者の割合
％ ― 75.9 65.0 ◎

 
子育てに困ったときに対応できる親の

割合
％ 83.1 86.5 90.0 ◎

 
乳幼児健康診査受診率　 

①１歳６か月児 

②３歳６か月児

％
① 99.2 

② 99.2

① 99.5 

② 98.7

① 100 

② 100

① ◎ 

② 〇

 
毎日朝食を食べると回答する幼児の

割合
％ 94.0 95.1 100 ◎

 生後４か月までの全戸訪問　訪問率 ％ 93.6 98.7 100 ◎

 ① 母乳で育てる人の割合 

②　子育てが楽しいと回答する率
％

① 62.2 

② 97.8

① 51.6 

② 98.1

① 68.0 

② 100

① △

 ② ◎

 
むし歯のない子どもの割合（３歳児） ％ 90.1 92.6 90.0 ◎

 
指標名 単位

基準値 

(H30)

現状値 

(R5)

目標値 

（R6）
評価

 ワーク･ライフ･バランスに関する周知

回数
回 2 2 8 ○

 
女性の育児休業制度取得率 ％ 96.9 90.9 100 △

 
一般事業主行動計画の策定率 ％ 76.0 79.6 80.0 ◎
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第三章　計画の基本的な考え方    　　　 

１　基本理念 

 

 

 

 

こども基本法の理念やこども大綱に沿った「こどもまんなか社会」の実現を目指すこととし、

すべてのこども・若者が、個人として等しく健やかに成長することができ、大人や地域に支えら

れ、将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会の実現を目指

します。 

 

 

すべてのこどもは、みんなに大切に育てられながら、自分らしく健やかに成長することができ、

また、子育てを地域で支え合い、安心して産み育てることができる環境づくりを推進します。 

 

 

こども一人ひとりの個性や多様性が尊重され、夢や希望をかなえることができるよう、生きる

力を育み、学びを充実し、何にでもチャレンジできる環境づくりを推進します。 

また、若者が将来に見通しを持つことができ、結婚、妊娠・出産、子育てを望んだ場合、その希

望がかなえられるような社会の形成を推進します。 

 

 

こども・若者・子育て当事者の生活がウェルビーイングなものとなるよう、県や企業、関係機

関等と連携し、こどもの健やかな成長と子育てを支援する気運を醸成し、「子育てするなら射水市」

をさらに実感することができる環境づくりを推進します。 

 こども育み

 未来いろどる

 　　　　　　　　　

こども育み　未来いろどる　 いみず　

いみず　
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《６つの基本方針》 

国の「こども大綱」の基本方針を踏まえ、以下 6つの基本方針を掲げ、「こどもまんなか　いみ

ず」の実現に向けた取組を推進します。 

 

１　すべてのこどもが幸せに暮らすことができる環境づくり 

こどもの権利について、大人や地域へ広く周知を行うとともに、こどもの意見表明の機会の確

保及び聴き取った意見のこども施策への反映や評価、フィードバックする仕組みを構築します。

また、こども・若者の個性や多様性が尊重され、尊厳が重んじられ、性別的な役割分担や特定の

価値観等を押し付けられることなく、個性を伸ばしながら、幸せに暮らすことができるよう地域

全体の気運の醸成を図ります。 

 

２　次世代を担う若者への支援 

若者が将来を見通し、仕事におけるキャリアと結婚、出産などのライフイベントの双方に希望

が持て、さらにはプライベートと仕事の両立もかなう環境づくりが、若者の生活基盤の安定を図

り、ひいては将来にわたる少子化の克服や貧困の解消につながるものと考えます。そのためにも

若者が自らの選択により、結婚、妊娠・出産、子育てを望んだ場合は、それぞれの希望に応じた

支援が受けられるよう施策の充実を図ります。 

 

３　子育て世帯への様々な支援 

子育ての不安や悩みを抱え込まないよう適切に支援を行い、安心して子育てできる環境づくり

を推進します。また、特に困難を抱えるこどもや家族を誰一人取り残さず、その特性や支援ニー

ズに応じたきめ細かな支援を行います。 

 

４　地域で支える子育て支援 

地域の一人ひとりが、こどもの健やかな成長を温かく見守り、また、地域のみんなで子育て世

帯を支える取組を各種関係団体等と連携・協力して推進します。 

 

５　こども・子育て当事者のライフステージに応じた切れ目のない支援 

こどもへの支援については、18歳といった特定の年齢で必要な支援が途切れることがないよう、

乳幼児期から学童期、思春期、青年期を経て大人へと成長していく中、自分らしく生活を送るこ
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とができるよう、ライフステージに応じて必要な支援を切れ目なく行っていきます。 

また、子育て当事者においても、経済的な不安や孤立感を抱いたり、仕事との両立に悩んだり

することなく、ゆとりをもってこどもに向き合い、安心して子育てができるよう支援します。 

 

６　仕事と子育ての両立支援 

多様な働き方や子育てを応援する企業等の取組を支援し、仕事と子育てを両立できる環境づく

りを推進します。また、保護者の希望に対応し、こどものより良い成長につながるよう、保育・

幼児教育等のサービス充実を図ります。 
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２　施策体系 

 

 

 

 

 

 
基本目標 基本施策

 1 こどもの権利保護の 

推進

(1)こどもの権利啓発及び確保に向けた取組 

(2)学校教育を軸とした学力保障 

(3)こどもの成長と子育てを支える気運の醸成 

 2 若者・子育て世代から

選ばれる環境づくり

(1)安心して生活できる環境づくり 

(2)男女の出会い、婚活支援の取組 

 3 子育て世帯への支援 

体制の整備

(1)多様な幼児教育・保育ニーズへの対応 

(2)良好な幼児教育・保育環境の整備 

(3)地域子育て支援等の充実 

(4)多様な居場所づくりの推進 

(5)家庭・地域の教育力の向上 

(6)子育て世帯の経済的負担の軽減 

 4 困難を抱える子育て 

家庭への支援

(1)生活困窮家庭等への支援 

(2)障がいのあるこどもへの支援 

(3)要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進 

 5 親子の健康づくりの 

充実

(1)安心して妊娠・出産できる環境づくり 

(2)乳幼児の健康づくり 

(3)小児医療の充実 

 6 ワーク・ライフ・バラ

ンスの推進

(1)子育て世代を応援する官民連携の取組 
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第四章　教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の量の
見込みと確保の内容 

１　教育・保育提供区域 

量の見込みや確保の内容を設定するにあたり、国は、『地理的条件、人口、交通事情などを

総合的に勘案し、地域の実情に応じて、保護者や子どもが居宅より容易に移動することができ

る可能な区域（以下、「教育・保育提供区域」という。）を定め、幼児教育、保育提供区域内で

の需給計画を立てること』としています。 

本市では、「北西地区」、「北東地区」、「南西地区」、「南東地区」の４つの教育・保育提供区

域を設定し、地域の実情に応じたサービスを提供していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
区域 中学校区

人数（令和６年 1 月 1 日現在）
 0～5 歳児 6～11 歳児 地区計
 北西地区 新湊、新湊南部 592 822 1,414　
 北東地区 射北 443 594 1,037　
 南西地区 大門 1,028 1,261 2,289　
 南東地区 小杉、小杉南 1,709 1,914 3,623　
 計 3,772 4,591 8,363　
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２　量の見込みと確保の内容 

国の方針では、子ども・子育て支援に係る現在の利用状況及び潜在的な利用希望を含めた利

用希望を把握した上で、5 年間の教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込

みを定めるとともに、その提供体制の確保の内容及びその実施時期等を盛り込むこととされて

います。 

本市においても、令和 6年 3月に実施した「子ども・子育てに関するニーズ調査」をもと

に、事業の利用実績や現在の供給体制、今後の動向を踏まえ、目標事業量を設定しています。

また、今後 5年間の施設整備、事業の方向性などを踏まえ、必要となる量の見込みに対する確

保の内容を設定しています。 

 
（１）教育・保育の量の見込みと確保の内容 

●確保の内容の考え方 
確保の内容については、利用定員数等で定めています。また、利用定員については、毎年度

各園の利用実態を踏まえて検証し、必要に応じて見直し、提供体制の確保に努めていきます。 

 

●認定区分と提供施設 

 ※利用定員 20 名未満の小規模保育事業や事業所の従業員の子どもや地域の保育を必要とする子どもを預かる 
　 事業所内保育事業などの市町村の認可を受けて実施できる事業 

 
●本市の教育・保育施設数と定員数（令和６年度時点） 

 
 

 

 

 区　分 対　象 該当する施設
 １号認定 満３歳以上で、幼稚園での教育を希望する子ども 幼稚園・認定こども園
 ２号認定 満３歳以上で、「保育の必要性」がある子ども 保育園・認定こども園
 

３号認定 満３歳未満で、「保育の必要性」がある子ども
保育園・認定こども園・地域型保育
事業※

 施設の種類 施設数（箇所） 定員数（人）
 幼稚園 1 50
 保育園 16 1,990
 認定こども園 11 1,470
 事業所内保育施設 2 70（うち、地域枠 13）
 企業主導型保育施設 2 61（うち、地域枠 20）
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① １号認定・２号認定（3～5 歳、教育ニーズあり） 
 
【提供体制及び確保方策の考え方】 
令和 7年度から令和 11 年度にかけては、児童人口の減少とともに量の見込みも減少傾向に

あり、現在の提供体制で確保できる見込みです。なお、確保の内容については今後の利用状況

等を踏まえ、見直すことがあります。 

「教育のニーズあり」は、幼児期の学校教育の利用希望が強いと想定されるものです。 

 

（単位：人） 

 
＜区域別＞ 

 
 
 
 

 
 

 全体 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 
量
の
見
込
み

1 号 147 144 140 137 133
 ２号（教育のニーズあり） 44 43 42 41 40
 Ａ　合計 191 187 182 178 173

 
確
保
の
内
容

幼稚園 5 5 5 5 5
 認定こども園 762 762 762 762 762
 Ｂ　合計 767 767 767 767 767

 Ｂ－Ａ 576 580 585 589 594

 北西 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 
量
の
見
込
み

1 号 42 40 38 37 35
 ２号（教育のニーズあり） 9 9 9 8 8
 Ａ　合計 51 49 47 45 43

 
確
保
の
内
容

幼稚園 0 0 0 0 0
 認定こども園 136 136 136 136 136
 Ｂ　合計 136 136 136 136 136

 Ｂ－Ａ 85 87 89 91 93
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 北東 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 
量
の
見
込
み

1 号 11 10 10 9 9
 ２号（教育のニーズあり） 11 10 10 10 9
 Ａ　合計 22 20 20 19 18

 
確
保
の
内
容

幼稚園 5 5 5 5 5
 認定こども園 47 47 47 47 47
 Ｂ　合計 52 52 52 52 52

 Ｂ－Ａ 30 32 32 33 34

 南西 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 
量
の
見
込
み

1 号 38 38 37 37 36
 ２号（教育のニーズあり） 0 0 0 0 0
 Ａ　合計 38 38 37 37 36

 
確
保
の
内
容

幼稚園 0 0 0 0 0
 認定こども園 43 43 43 43 43
 Ｂ　合計 43 43 43 43 43

 Ｂ－Ａ 5 5 6 6 7

 南東 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 
量
の
見
込
み

1 号 56 56 55 54 53
 ２号（教育のニーズあり） 24 24 23 23 23
 Ａ　合計 80 80 78 77 76

 
確
保
の
内
容

幼稚園 0 0 0 0 0
 認定こども園 536 536 536 536 536
 Ｂ　合計 536 536 536 536 536

 Ｂ－Ａ 456 456 458 459 460
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② ２号認定（3～5 歳、教育ニーズなし） 
 
【提供体制及び確保方策の考え方】 
令和 7年度から令和 11 年度にかけては、児童人口の減少とともに量の見込みも減少傾向に

あり、現在の提供体制で確保できる見込みです。 
 

　（単位：人） 

 
＜区域別＞ 

 

 
 

 全体 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 量
の 

見
込
み

２号 1,653 1,621 1,587 1,553 1,522
 Ａ　合計 1,653 1,621 1,587 1,553 1,522
 

確
保
の
内
容

保育園 1,126 1,126 1,126 1,126 1,126
 認定こども園 716 716 716 716 716
 企業主導型保育 8 8 8 8 8
 Ｂ　合計 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850
 Ｂ－Ａ 197 229 263 297 328

 北西 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 量
の 

見
込
み

２号 250 241 230 219 210
 Ａ　合計 250 241 230 219 210
 

確
保
の
内
容

保育園 142 142 142 142 142
 認定こども園 152 152 152 152 152
 企業主導型保育 0 0 0 0 0
 Ｂ　合計 294 294 294 294 294
 Ｂ－Ａ 44 53 64 75 84

 北東 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 量
の 

見
込
み

２号 162 155 148 142 134
 Ａ　合計 162 155 148 142 134
 

確
保
の
内
容

保育園 143 143 143 143 143
 認定こども園 71 71 71 71 71
 企業主導型保育 0 0 0 0 0
 Ｂ　合計 214 214 214 214 214
 Ｂ－Ａ 52 59 66 72 80
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 南西 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 量
の 

見
込
み

２号 485 478 472 466 461
 Ａ　合計 485 478 472 466 461
 

確
保
の
内
容

保育園 526 526 526 526 526
 認定こども園 25 25 25 25 25
 企業主導型保育 0 0 0 0 0
 Ｂ　合計 551 551 551 551 551
 Ｂ－Ａ 66 73 79 85 90

 南東 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 量
の 

見
込
み

２号 756 747 737 726 717
 Ａ　合計 756 747 737 726 717
 

確
保
の
内
容

保育園 315 315 315 315 315
 認定こども園 468 468 468 468 468
 企業主導型保育 8 8 8 8 8
 Ｂ　合計 791 791 791 791 791
 Ｂ－Ａ 35 44 54 65 80
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③ ３号認定（０歳） 
【提供体制及び確保方策の考え方】 
令和 7年度から令和 11 年度にかけては、児童人口の減少とともに量の見込みも減少傾向に

あり、現在の提供体制で確保できる見込みです。 

（単位：人） 

 
＜区域別＞ 

 

 全体 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 量
の 

見
込
み

３号 ０歳 162 155 149 144 138
 Ａ　合計 162 155 149 144 138
 

確
保
の
内
容

保育園 142 142 142 142 142
 認定こども園 61 61 61 61 61
 事業所内保育 11 11 11 11 11
 企業主導型保育 6 6 6 6 6
 Ｂ　合計 220 220 220 220 220
 Ｂ－Ａ 58 65 71 76 82

 北西 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 量
の 

見
込
み

３号 ０歳 21 21  19 18 17
 Ａ　合計 21 21  19 18 17
 

確
保
の
内
容

保育園 25 25 25 25 25
 認定こども園 11 11 11 11 11
 事業所内保育 0 0 0 0 0
 企業主導型保育 0 0 0 0 0
 Ｂ　合計 36 36 36 36 36
 Ｂ－Ａ 15 15 17 18 19

 北東 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 量
の 

見
込
み

３号 ０歳 15 14 13 12 11
 Ａ　合計 15 14 13 12 11
 

確
保
の
内
容

保育園 17 17 17 17 17
 認定こども園 8 8 8 8 8
 事業所内保育 0 0 0 0 0
 企業主導型保育 0 0 0 0 0
 Ｂ　合計 25 25 25 25 25
 Ｂ－Ａ 10 11 12 13 14
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 南西 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 量
の 

見
込
み

３号 ０歳 46 43 42 40 39
 Ａ　合計 46 43 42 40 39
 

確
保
の
内
容

保育園 40 40 40 40 40
 認定こども園 17 17 17 17 17
 事業所内保育 4 4 4 4 4
 企業主導型保育 0 0 0 0 0
 Ｂ　合計 61 61 61 61 61
 Ｂ－Ａ 15 18 19 21 22

 南東 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 量
の 

見
込
み

３号 ０歳 80 77 75 74 71
 Ａ　合計 80 77 75 74 71
 

確
保
の
内
容

保育園 60 60 60 60 60
 認定こども園 25 25 25 25 25
 事業所内保育 7 7 7 7 7
 企業主導型保育 6 6 6 6 6
 Ｂ　合計 98 98 98 98 98
 Ｂ－Ａ 18 21 23 24 27
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④ ３号認定（１歳） 
【提供体制及び確保方策の考え方】 
令和 7年度から令和 11 年度にかけては、児童人口の減少とともに量の見込みも減少傾向に

あり、現在の提供体制で確保できる見込みです。 

（単位：人） 

 
＜区域別＞ 

 

 全体 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 量
の 

見
込
み

３号 １歳 410 399 390 380 371
 Ａ　合計 410 399 390 380 371
 

確
保
の
内
容

保育園 290 290 290 290 290
 認定こども園 191 191 191 191 191
 事業所内保育 6 6 6 6 6
 企業主導型保育 3 3 3 3 3
 Ｂ　合計 490 490 490 490 490
 Ｂ－Ａ 80 91 100 110 119

 北西 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 量
の 

見
込
み

３号 １歳 51 47 44 40 37
 Ａ　合計 51 47 44 40 37
 

確
保
の
内
容

保育園 43 43 43 43 43
 認定こども園 34 34 34 34 34
 事業所内保育 0 0 0 0 0
 企業主導型保育 0 0 0 0 0
 Ｂ　合計 77 77 77 77 77
 Ｂ－Ａ 26 30 33 37 40

 北東 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 量
の 

見
込
み

３号 １歳 40 39 38 37 36
 Ａ　合計 40 39 38 37 36
 

確
保
の
内
容

保育園 37 37 37 37 37
 認定こども園 12 12 12 12 12
 事業所内保育 0 0 0 0 0
 企業主導型保育 0 0 0 0 0
 Ｂ　合計 49 49 49 49 49
 Ｂ－Ａ 9 10 11 12 13
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 南西 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 量
の 

見
込
み

３号 １歳 110 105 101 97 93
 Ａ　合計 110 105 101 97 93
 

確
保
の
内
容

保育園 125 125 125 125 125
 認定こども園 15 15 15 15 15
 事業所内保育 3 3 3 3 3
 企業主導型保育 0 0 0 0 0
 Ｂ　合計 143 143 143 143 143
 Ｂ－Ａ 33 38 42 46 50

 南東 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 量
の 

見
込
み

３号 １歳 209 208 207 206 205
 Ａ　合計 209 208 207 206 205
 

確
保
の
内
容

保育園 85 85 85 85 85
 認定こども園 130 130 130 130 130
 事業所内保育 3 3 3 3 3
 企業主導型保育 3 3 3 3 3
 Ｂ　合計 221 221 221 221 221
 Ｂ－Ａ 12 13 14 15 16
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⑤ ３号認定（２歳） 
【提供体制及び確保方策の考え方】 
令和 7年度から令和 11 年度にかけては、児童人口の減少とともに量の見込みも減少傾向に

あり、現在の提供体制で確保できる見込みです。 

（単位：人） 

 
＜区域別＞ 

 

 全体 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 量
の 

見
込
み

３号 ２歳 522 510 498 487 475
 Ａ　合計 522 510 498 487 475
 

確
保
の
内
容

保育園 362 362 362 362 362
 認定こども園 210 210 210 210 210
 事業所内保育 5 5 5 5 5
 企業主導型保育 3 3 3 3 3
 Ｂ　合計 580 580 580 580 580
 Ｂ－Ａ 58 70 82 93 105

 北西 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 量
の 

見
込
み

３号 ２歳 82 81 78 76 74
 Ａ　合計 82 81 78 76 74
 

確
保
の
内
容

保育園 57 57 57 57 57
 認定こども園 40 40 40 40 40
 事業所内保育 0 0 0 0 0
 企業主導型保育 0 0 0 0 0
 Ｂ　合計 97 97 97 97 97
 Ｂ－Ａ 15 16 19 21 23

 北東 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 量
の 

見
込
み

３号 ２歳 45 42 40 37 35
 Ａ　合計 45 42 40 37 35
 

確
保
の
内
容

保育園 51 51 51 51 51
 認定こども園 17 17 17 17 17
 事業所内保育 0 0 0 0 0
 企業主導型保育 0 0 0 0 0
 Ｂ　合計 68 68 68 68 68
 Ｂ－Ａ 23 26 28 31 33
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 南西 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 量
の 

見
込
み

３号 ２歳 148 143 139 136 131
 Ａ　合計 148 143 139 136 131
 

確
保
の
内
容

保育園 153 153 153 153 153
 認定こども園 17 17 17 17 17
 事業所内保育 1 1 1 1 1
 企業主導型保育 0 0 0 0 0
 Ｂ　合計 171 171 171 171 171
 Ｂ－Ａ 23 28 32 35 40

 南東 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 量
の 

見
込
み

３号 ２歳 247 244 241 238 235
 Ａ　合計 247 244 241 238 235
 

確
保
の
内
容

保育園 106 106 106 106 106
 認定こども園 136 136 136 136 136
 事業所内保育 4 4 4 4 4
 企業主導型保育 3 3 3 3 3
 Ｂ　合計 249 249 249 249 249
 Ｂ－Ａ 2 5 8 11 14
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（２）地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保の内容 

●本市における実施事業一覧（令和５年度時点） 

 ※⑤一時預かり事業の実施か所数には、認定こども園（幼稚園部及び保育園部）を含めます。 

 

 

 実施箇所数 令和５年度実績
 ①  時間外保育事業（延長保育） 26 箇所 651 人

 ②　放課後児童健全育成事業 23 箇所 940 人
 ③　子育て短期支援事業 3 箇所（市外施設を含む） 25 人
 ④　地域子育て支援拠点事業 9 箇所 29,937 人 （延）
 

⑤一時預か
り事業

幼稚園の預かり事業 幼稚園　６箇所（市内） 1,526 人 （延）
 

その他の一時預かり 
（未就学児）

保育園　８箇所（市内）

3,253 人 （延）
 その他　２箇所（市内）
 ファミリー・サポート・センター事業 

（未就学児のみ）
 ⑥　病児・病後児保育事業 １箇所 56 人 （延）
 ⑦　ファミリー・サポート・センター事業 

（就学児のみ）
１箇所 257 人 （延）

 
⑧　妊婦一般健康診査事業

23 医療機関 
(県外除く)

6,184 人 （延）

 ⑨　乳児家庭全戸訪問事業 521 戸 521 人
 

⑩　利用者支援（基本型） １箇所 
※令和 6 年度から 1 箇所増設

１箇所

 
⑪　妊婦等包括支援事業 実施なし 

※伴走型相談支援事業として実施中

 ⑫　乳児等通園支援事業 
（こども誰でも通園制度）

実施なし 
※令和 8 年度から開始予定

 ⑬　産後ケア事業 6 箇所 36 人
 

⑭ 子育て世帯訪問支援事業
実施なし 

※令和 6 年度から開始

 
⑮ 児童育成支援拠点事業

実施なし 
※令和 8 年度から開始予定

 ⑯　実費徴収に係る補足給付事業 46 箇所（市外施設を含む） 655 人
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①　時間外保育事業（延長保育） 

世帯構造の変化や就労形態の多様化等による保育ニーズに対応し、18 時以降の延長保育を実施

します。 
【提供体制及び確保方策の考え方】 
量の見込みは、過去 5年間の最大利用実績数をもとに設定しています。全ての希望者が利用

できるよう提供体制を確保します。 
（単位：人） 

 
＜区域別＞ 

 

 

 

 全体 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 660 660 660 660 660 
 Ｂ　確保の内容 660 660 660 660 660 
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0 

 北西 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 96 96 96 96 96 
 Ｂ　確保の内容 96 96 96 96 96 
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0 

 北東 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 62 62 62 62 62 
 Ｂ　確保の内容 62 62 62 62 62 
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0 

 南西 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 200 200 200 200 200 
 Ｂ　確保の内容 200 200 200 200 200 
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0 

 南東 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 302 302 302 302 302 
 Ｂ　確保の内容 302 302 302 302 302 
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0 
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②　放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

就労等により、保護者が昼間家庭に不在の小学生に対し、放課後及び夏休み等の学校休業日に、

家庭に代わる生活の場を確保し、適切な遊びや指導を行うことにより、児童の健全育成を図るとと

もに、保護者の子育てと仕事の両立を支援します。 
【提供体制及び確保方策の考え方】 
確保の内容については、国の示す「専用区画面積」をもとに設定しています。量の見込みが

確保の内容を上回るクラブについては、経過措置を適用し運営の継続を図ることとします。 

※確保の内容：専用区画面積における児童一人当たりの面積 1.65 ㎡（経過措置 1.11 ㎡） 

 
小杉小学校については、令和 11 年度に量の見込みが確保の内容を上回るため、放課後児童

クラブやさんさん広場の新設等による提供体制の拡充を検討します。 
塚原小学校、下村小学校については、放課後児童クラブは未設置ですが、地域の実情に応

じ、開設について検討します。 
 

 （単位：人） 

 
＜小学校区域別＞ 

 全体 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 1,028 1,008 956 940 923 
 １年生 337 340 306 325 312 
 ２年生 331 307 309 276 295 
 ３年生 258 258 242 247 216 
 ４年生 72 71 68 63 72 
 ５年生 26 28 27 26 25 
 ６年生 4 4 4 3 3 
 Ｂ　確保の内容 1,233 1,233 1,209 1,209 1,209 
 Ｂ－Ａ 205 225 253 269 286 

 新湊放生津小学校 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 60 55 47 46 40
 １年生 20 22 12 19 13
 ２年生 23 19 21 11 18
 ３年生 13 10 11 12 5
 ４年生 3 3 2 3 3
 ５年生 1 1 1 1 1
 ６年生 0 0 0 0 0
 Ｂ　確保の内容 82 82 58 58 58
 Ｂ－Ａ 22 27 11 12 18
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 作道小学校 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 87 82 77 68 68
 １年生 30 22 26 20 23
 ２年生 32 31 23 27 21
 ３年生 23 27 26 19 22
 ４年生 1 1 1 1 1
 ５年生 1 1 1 1 1
 ６年生 0 0 0 0 0
 Ｂ　確保の内容 96 96 96 96 96
 Ｂ－Ａ 9 14 19 28 28

 片口小学校 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 46 47 48 50 45
 １年生 16 14 15 16 10
 ２年生 12 16 14 15 16
 ３年生 9 9 12 11 11
 ４年生 5 4 4 5 5
 ５年生 3 2 2 2 2
 ６年生 1 2 1 1 1
 Ｂ　確保の内容 93 93 93 93 93
 Ｂ－Ａ 47 46 45 43 48

 堀岡小学校 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 40 40 31 28 28
 １年生 11 11 5 8 10
 ２年生 11 10 10 5 7
 ３年生 13 10 9 9 5
 ４年生 4 8 6 5 5
 ５年生 1 1 1 1 1
 ６年生 0 0 0 0 0
 Ｂ　確保の内容 60 60 60 60 60
 Ｂ－Ａ 20 20 29 32 32
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※児童室があり、放課後児童クラブは未設置です。放課後児童クラブの開設については、地域の

実情を考慮し、検討します。 
 

※量の見込みが確保の内容を上回る場合でも、経過措置（括弧内の数値）を適用することで必要 

な量を確保しつつ、令和 11年度にむけて提供体制の拡充を検討します。 

 
 

 東明小学校 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 40 37 30 29 31
 １年生 11 12 8 11 12
 ２年生 15 10 11 7 10
 ３年生 11 12 8 9 6
 ４年生 2 2 2 1 2
 ５年生 1 1 1 1 1
 ６年生 0 0 0 0 0
 Ｂ　確保の内容 58 58 58 58 58
 Ｂ－Ａ 18 21 28 29 27

 塚原小学校 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み - - - - -
 １年生 - - - - -
 ２年生 - - - - -
 ３年生 - - - - -
 ４年生 - - - - -
 ５年生 - - - - -
 ６年生 - - - - -
 Ｂ　確保の内容 - - - - -
 Ｂ－Ａ - - - - -

 小杉小学校 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 137 138 144 145 146
 １年生 54 53 53 53 53
 ２年生 34 47 46 46 46
 ３年生 35 25 35 34 34
 ４年生 10 10 7 10 10
 ５年生 4 3 3 2 3
 ６年生 0 0 0 0 0
 Ｂ　確保の内容 102(145) 102(145) 102(145) 102(145) 102(145)
 Ｂ－Ａ -35(8) -36(7) -42(1) -43(0) -44(-1)
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※量の見込みが確保の内容を上回る場合でも、経過措置（括弧内の数値）を適用することで必要 

な量を確保できます。 
 

 

※量の見込みが確保の内容を上回る場合でも、経過措置（括弧内の数値）を適用することで必要 

な量を確保できます。 
 

 金山小学校 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 30 28 28 22 24
 １年生 7 7 9 3 8
 ２年生 9 6 6 8 3
 ３年生 8 9 6 6 8
 ４年生 5 5 6 4 4
 ５年生 1 1 1 1 1
 ６年生 0 0 0 0 0
 Ｂ　確保の内容 25(38) 25(38) 25(38) 25(38) 25(38)
 Ｂ－Ａ -5(8) -3(10) -3(10) 3(16) 1(14)

 歌の森小学校 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 183 191 182 180 179
 １年生 42 57 42 46 48
 ２年生 49 41 55 41 45
 ３年生 47 46 39 52 39
 ４年生 32 31 30 26 34
 ５年生 10 14 13 13 11
 ６年生 3 2 3 2 2
 Ｂ　確保の内容 213 213 213 213 213
 Ｂ－Ａ 30 22 31 33 34

 太閤山小学校 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 91 92 94 102 101
 １年生 29 37 36 39 36
 ２年生 33 28 35 34 37
 ３年生 27 25 21 27 26
 ４年生 1 1 1 1 1
 ５年生 1 1 1 1 1
 ６年生 0 0 0 0 0
 Ｂ　確保の内容 100(150) 100(150) 100(150) 100(150) 100(150)
 Ｂ－Ａ 9(59) 8(58) 6(56) -2(48) -1(49)
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※児童館があり、放課後児童クラブは未設置です。放課後児童クラブの開設については、地域の

実情を考慮し、検討します。 
 
 
 
 

 中太閤山小学校 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 51 48 51 53 50
 １年生 21 18 26 23 19
 ２年生 18 16 13 19 17
 ３年生 10 12 10 9 12
 ４年生 1 1 1 1 1
 ５年生 1 1 1 1 1
 ６年生 0 0 0 0 0
 Ｂ　確保の内容 113 113 113 113 113
 Ｂ－Ａ 62 65 62 60 63

 大門小学校 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 133 131 121 116 113
 １年生 49 47 45 45 44
 ２年生 55 42 40 38 38
 ３年生 21 37 28 27 25
 ４年生 7 4 7 5 5
 ５年生 1 1 1 1 1
 ６年生 0 0 0 0 0
 Ｂ　確保の内容 173 173 173 173 173
 Ｂ－Ａ 40 42 52 57 60

 下村小学校 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み - - - - -
 １年生 - - - - -
 ２年生 - - - - -
 ３年生 - - - - -
 ４年生 - - - - -
 ５年生 - - - - -
 ６年生 - - - - -
 Ｂ　確保の内容 - - - - -
 Ｂ－Ａ - - - - -
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※量の見込みが確保の内容を上回る場合でも、経過措置（括弧内の数値）を適用することで必要

な量を確保できます。 

③　子育て短期支援事業 
保護者が疾病等の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場

合、関係機関と連携し、児童福祉施設等で一時的に養育･保護します。 
【提供体制及び確保方策の考え方】 
量の見込みは、過去 5年間の最大利用件数をもとに設定しています。全ての希望者が利用で

きるよう施設と連携し提供体制を確保します。 
（単位：人） 

 

④　地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） 
乳幼児と保護者が気軽に集う交流の場として、子育てに関する相談や援助、講習の実施、地域

の子育て関連情報の提供等により、子育てに関する不安を軽減します。 
【提供体制及び確保方策の考え方】 
量の見込みは、過去 5年間の最大利用実績をもとに設定しています。確保の内容は、現在の

提供体制で十分確保されています。 
（単位：人） 

 
 

 大島小学校 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 130 119 103 101 98
 １年生 47 40 29 42 36
 ２年生 40 41 35 25 37
 ３年生 41 36 37 32 23
 ４年生 1 1 1 1 1
 ５年生 1 1 1 1 1
 ６年生 0 0 0 0 0
 Ｂ　確保の内容 118(148) 118(148) 118(148) 118(148) 118(148)
 Ｂ－Ａ -12(18) -1(29) 15(45) 17(47) 20(50)

 全体 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 75 75 75 75 75
 Ｂ　確保の内容 75 75 75 75 75
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0

 全体 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 　量の見込み 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
 Ｂ　確保の内容 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
 Ｂ－Ａ ０ ０ ０ ０ ０
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⑤　一時預かり事業 
幼稚園における在園児を主対象とした一時預かり（預かり保育）を実施するとともに、保育園

において、未就園児を対象とした一時預かりを実施します。 
【提供体制及び確保方策の考え方】 
量の見込みは、過去 5年間の最大利用実績数及び令和５年度の利用実績をもとに設定してい

ます。全ての希望者が利用できるよう施設と連携し提供体制を確保します。 

 
【幼稚園の預かり保育】                                                      （単位：人） 

 
＜区域別＞ 

 

 

 

 
 
 
 
 

 北西 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ 量の見込み 655 655 655 655 655
 Ｂ　確保の内容 655 655 655 655 655
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0

 北東 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ 量の見込み 333 333 333 333 333
 Ｂ　確保の内容 333 333 333 333 333
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0

 南西 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ 量の見込み 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252
 Ｂ　確保の内容 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0

 南東 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ 量の見込み 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760
 Ｂ　確保の内容 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0

 全体 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ 量の見込み 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
 Ｂ　確保の内容 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0
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【保育園、ファミリー・サポート・センター等で行う一時預かり】 

 
＜区域別＞ 

 

 

⑥　病児・病後児保育事業 
子どもが病気で、集団保育が困難な場合、保育園の専用スペースで一時的に預かります。 
【提供体制及び確保方策の考え方】 
量の見込みは、過去 5年間の利用実績数をもとに設定しています。全ての希望者が利用でき

るよう施設と連携し提供体制を確保します。 
（単位：人） 

 全体 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ 量の見込み 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
 Ｂ　確保の内容 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0

 北西 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ 量の見込み 1,268 1,268 1,268 1,268 1,268 
 Ｂ　確保の内容 1,268 1,268 1,268 1,268 1,268 
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0
 

 北東 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ 量の見込み 157 157 157 157 157
 Ｂ　確保の内容 157 157 157 157 157
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0
 

 南西 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ 量の見込み 803 803 803 803 803
 Ｂ　確保の内容 803 803 803 803 803
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0

 南東 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ 量の見込み 772 772 772 772 772 
 Ｂ　確保の内容 772 772 772 772 772 
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0

 全体 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 150 150 150 150 150
 Ｂ　確保の内容 150 150 150 150 150
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0
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⑦　ファミリー・サポート・センター事業（就学児のみ） 
子育てを援助してほしい人と援助したい人が会員登録し、緊急的に育児が困難な場合や子ども

の病気の回復期や夜間の一時預かり等の対応を行います。また、ひとり親家庭や低所得者の優先

的利用に配慮します。 
【提供体制及び確保方策の考え方】 
量の見込みは、過去 5年間の最大利用実績数もとに設定しています。確保の内容は、現在の

提供体制で十分確保されています。 
（単位：人） 

⑧　妊婦一般健康診査事業 

妊婦に対する健康診査費用を助成します。また、里帰り出産のため県外で健康診査を受診した

場合も、費用の一部を助成します。 
【提供体制及び確保方策の考え方】 
量の見込みは、当該年度の翌年度の 0歳児の人数（人口推計から）としています。県内の医

療機関、県外里帰り機関において、全ての妊婦の受診を目指すとともに、11 週以内の早期届

出者を増やします。 
（単位：人） 

 

⑨　乳児家庭全戸訪問事業 
母子保健推進員が、生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問し、子育ての不安や悩みを聞き、

子育て支援に関する情報提供等を行います。また、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス

を提供します。 
【提供体制及び確保方策の考え方】 
量の見込みについては、当該年度の 0歳児の人数（人口推計から）としています。市内在住

の生後 4か月未満の乳児家庭全ての訪問を目指します。 

（単位：人） 

 

 全体 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 480 480 480 480 480 
 Ｂ　確保の内容 600 600 600 600 600
 Ｂ－Ａ 120 120 120 120 120

 全体 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 487 471 455 438 421
 Ｂ　確保の内容 487 471 455 438 421
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0

 全体 令和 7 年度 令和８年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 506 487 471 455 438
 Ｂ　確保の内容 506 487 471 455 438
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0
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⑩　養育支援訪問事業 
乳幼児訪問指導など類似事業実施のため、計画期間中の実施は行いません。 

⑪　利用者支援 
こども家庭センター及び市立子育て支援センターにおいて、教育・保育施設や地域の子育て支

援事業等の情報提供、相談・助言等を行うとともに、必要に応じて、関係機関との連絡調整等を

実施することにより、地域の子育て家庭に対する支援を行います。 
（単位：箇所） 

※「基本型」と「こども家庭センター型」の施設数 

⑫　妊婦等包括支援事業 
妊婦届出時、妊娠８か月時、出産後に保健師や助産師による面談を行い、妊娠・出産、子育て

に関する相談を実施します。 
【提供体制及び確保方策の考え方】 
量の見込みは、妊娠中の面談数(推計人口の当該年度の翌年度の 0歳児数をもとに算出)と産

後の面談数(推計人口の当該年度の 0歳児数をもとに算出)の合計としています。すべての妊産

婦や子育て家庭が安心して過ごせるよう面談や継続的な情報提供を行います。 

（単位：人） 

 

⑬　乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 
在宅保育中の３歳未満児を対象に、保護者の就労を問わず、月一定時間の範囲内で保育施設の自

由な利用を実施します。 
【提供体制及び確保方策の考え方】 
量の見込みは、第三期手引きに記載がある算出方法をもとに設定しています。全ての希望者

が利用できるよう施設と連携し提供体制を確保します。 
（単位：人） 

 

 全体 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 2 2 2 2 2
 Ｂ　確保の内容 2 2 2 2 2
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0

 全体 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 1,480 1,429 1,381 1,331 1,280
 Ｂ　確保の内容 1,480 1,429 1,381 1,331 1,280
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0

 全体 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み - 37 35 33 32
 Ｂ　確保の内容 - 37 35 33 32
 Ｂ－Ａ - 0 0 0 0
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⑭　産後ケア事業 
産後のケアを必要とする母親及び乳児を対象に産科医療機関等で母子のケアや乳房管理、育児

手技等についての支援を行います。 

【提供体制及び確保方策の考え方】 
量の見込みは、当該年度の 0歳児の人数（人口推計から）を出生数とし、過去の利用実績を

もとに設定しています。全ての利用希望者が利用できるよう施設と連携して提供体制を確保し

ます。 
（単位：人） 

 

⑮　実費徴収に係る補足給付事業 
低所得で家計が困難である方や第３子の子どもが保育園等に支払う施設の実費徴収額で副食

費を免除します。対象者や対象範囲の拡大については、今後の情勢等を踏まえ検討します。 
【提供体制及び確保方策の考え方】 
年収 360 万未満相当世帯の子ども及び第三子以降の子どもについては、副食費を免除してい

ます。対象者や対象範囲の拡大については、今後の情勢等を踏まえ検討します。 

 

⑯　多様な事業者の参入促進・能力活用事業 
多様な事業者の新規参入の支援や認定こども園の特別支援教育・保育の提供体制の確保につい 

ては、関係課が個別で対応しており、事業実施については、今後の情勢等を踏まえ検討します。 

【提供体制及び確保方策の考え方】 
多様な民間事業者の新規参入の支援や私立認定こども園における健康面や発達面にお

いて特別な支援が必要な子どもの受入体制の構築については、関係課が個別に対応します。 

 

⑰　子育て世帯訪問支援事業 
要保護・要支援家庭や特定妊婦、ヤングケアラー等を対象に、家事・育児ベビーシッターを派

遣し負担の軽減を図りつつ、家庭問題に介入し環境を整え、虐待リスクを防止します。 
【提供体制及び確保方策の考え方】 
量の見込みは、市内の 0～17歳までの要保護児童世帯数、要支援児童世帯数をもとに設定し

ています。全ての利用希望者が利用できるように受託事業所を開拓し提供体制を確保します。 
（単位：人） 

 全体 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 200 240 235 225 215
 Ｂ　確保の内容 200 240 235 225 215
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0

 全体 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み 720 720 720 720 720
 Ｂ　確保の内容 720 720 720 720 720
 Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0
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⑱　児童育成支援拠点事業 

要保護・要支援家庭の児童等に対して、居場所を提供し、生活習慣の形成や学習サポート、進

路等の相談支援、食事の提供等の支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、こどもの

最善の利益の保障と健全な育成を図ります。 
【提供体制及び確保方策の考え方】 
量の見込みは、市内の 6～17歳までの要保護児童から措置入所中の児童を引いた人数をもと

に設定しています。全ての利用希望者が利用できるよう受託事業者を開拓し、提供体制が整っ

た段階で実施します。 
（単位：人） 

 

 全体 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度

 Ａ　量の見込み - 20 20 20 20
 Ｂ　確保の内容 - 20 20 20 20
 Ｂ－Ａ - 0 0 0 0
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３　教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の確保 

（１）認定こども園の普及について 

認定こども園は幼稚園と保育園の機能や特長をあわせ持ち、保護者の就労状況及び変化等に

よらず柔軟に子どもを受け入ることができます。 

保護者の教育・保育ニーズが多様化している中、そのニーズに対応するため本市では認定こ

ども園の新設や幼稚園・保育園の認定こども園への移行を進めています。今後も継続して事業

者の意向や教育・保育の提供区域の状況を考慮しながら整備を進め、認定こども園の普及に努

めます。 
 
（２）幼稚園教諭や保育士等の資質向上のための支援について 

幼稚園教諭と保育士が、お互いの役割と専門性を認識し、幼児教育及び保育について学び合

う合同研修等を実施するなど資質の向上を図ります。また、専門性が必要となるアレルギー対

応や支援が必要な子どもへの関わり方について知識を深めるため、園内研修の充実や園外研修

の確保・促進に努めます。 
 
（３）質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の充実について 

乳幼児期は心情、意欲、態度、基本的生活習慣等、生涯にわたる人格形成の基礎が培われる

重要な時期であり、その発達は連続性を有するものです。子どもの成長に応じた子育て施策の

充実や質の高い教育・保育の提供など、環境の整備に努めます。 

また、すべての子ども・子育て家庭に対しその状況に応じて子育ての安心感や充実感を得ら

れるよう、地域子ども・子育て支援事業を充実させ、妊娠・出産期からの切れ目ない支援を進

めていきます。 
 
（４）教育・保育施設と地域型保育事業の役割と連携 

幼稚園・保育園・認定こども園は、子ども・子育て支援の中核的な役割を担う教育・保育施

設であり、地域型保育事業は、供給が不足しがちな満３歳未満児の保育を提供する役割を担い

ます。 

この両方が相互に補完することによって、必要とされている教育・保育の量の確保と質の充

実につながります。また、地域型保育事業が日頃から連携施設との交流や連携を密にすること

で、満３歳以降も引き続き幼稚園・保育園・認定こども園において切れ目なく適切に教育・保

育が受けられることになります。このことから、教育・保育施設と地域型保育事業者間での連

携支援の充実を図ります。 
 
（５）幼保小の連携及び円滑な接続の推進 

幼稚園・保育園・認定こども園の幼児教育・保育から小学校教育への円滑な接続のため、そ

れぞれの職員が相互に連携し、意見交換会や児童の交流活動を計画的に実施します。また、職

員の相互参観の実施や就学児の実態について話し合う機会を設け、幼児期から児童期への発達

の流れなどについての共通理解を深め、小学校教育への連続性が確保できるよう緊密な連携を

図ります。 
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第五章　基本目標と施策の展開    　　　　　 

１　こどもの権利保護の推進 

　〈現状と課題〉 

すべてのこどもが身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態で生活を送ることがで

きる「こどもまんなか社会」の実現を目指すため、こどもにとっての利益を第一に考え、こども

の成長や子育て支援、教育に関する施策・取組を社会の真ん中に据えることが重要です。そのた

めには、こどもを権利の主体として認識し、その多様な人格や個性が尊重され、貧困や虐待、い

じめ、体罰等の権利侵害からこどもを守り、救済しなければなりません。 

すべてのこどもがその年齢及び発達に応じて、自らの意思により、身の回りのことについて自

由に意見を述べたり、述べた意見が生活や地域に受け入れられたりすることで、周囲や環境が変

わっていくことを実感できるよう、こどもが意見しやすい環境づくりを進めることが必要です。 

こども自身や子育て中の人が気兼ねなく、様々な制度や支援メニューを利用することができる

よう、地域、職場など様々なところでこどもや子育てを応援するといった意識改革を進める取組

が必要です。 

 

（１）こどもの権利啓発及び確保に向けた取組 

射水市子ども条例に基づき、こどもの権利の啓発について、学校等の関係機関と連携し、こど

もへの理解を深めることはもとより、こどもやその保護者が抱える悩みについて、子どもの悩み

総合相談室や教育機関等で気軽に相談できる体制の充実を図るとともに、貧困や虐待等により、

こどもの権利が侵害されないよう、子どもの権利支援センターで立ち直り等の支援を行います。 

また、こどもの権利保障を推進するため、様々な機会をとらえ、こどもの意見を聴き、こども

施策へ反映する仕組づくりを推進します。 

 

〈主な事業〉 
 No 事業名等 内容 担当課
 1 こどもの権利啓発 こどもの幸せと健やかな成長を図る社会の実現に向けて「射

水市子ども条例」について広報誌等を活用し周知します。 
小中学校においては小学校 5 年生及び中学校 2 年生を

対象に「射水市子ども条例」等に関するアンケート調査を通じ
て認識を高めます。 

また、「いじめをなくす射水市民五か条」を周知し、人権や道
徳教育を推進します。

こども福 祉 課 
学 校 教 育 課

 2 いのちとふれあう学習 学校生活など様々な機会を活用し望ましい生活習慣や最
後までやり抜く強い意志を身につけます。また、人とのふれあい
や自然、動植物とふれあうことで命を大切にする心を育てます。

学 校 教 育 課
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No 事業名等 内容 担当課
 3 異年齢でのふれあい

活動
心の養護教育を推進するため、小学校区ごとに保育園・幼

稚園等と小学校との交流活動を実施します。また、子育て支
援センターや児童館等において、異年齢のこどもたちがふれあえ
る遊びの場を提供します。

学 校 教 育 課 
こども福 祉 課 
子育て支援課

 4 射水市児童生徒 
サポートネットワーク 
連絡協議会

各中学校区におけるいじめ・問題行動等に対する取組事例
の共有化や、地域と連携しながら児童生徒の地域行事・活動
への参加を促進するなど、児童生徒の自尊感情を高めます。

学 校 教 育 課

 5 教育相談の充実 担任以外の教職員へ気軽に相談することができるマイサポー
ター制度の積極的な活用、スクールカウンセラー、スクールソー
シャルワーカー、小・中学校家庭教育専門員等の専門家の配
置や活用等により、児童生徒や保護者等の悩み、不安等の
心の問題の改善や解決を図ります。

学 校 教 育 課

 6 子どもの悩み総合
相談室

こどもや保護者等からの相談窓口において、必要に応じて専
門機関を紹介するなど、不安や悩みの軽減に向けて取り組み
ます。

こども福 祉 課

 7 教育と福祉のつなぎ ヤングケアラーの早期発見・実態把握に努めるとともに、
様々な問題を抱えているこどもや家庭に対応できるよう関係機
関との連携に努めます。

学 校 教 育 課 
こども福 祉 課

 8 子どもの権利支援 
センターの運営

様々な理由で悩みを抱え傷ついたこどもが安心して過ごし、
自分を取り戻し、こどもの健やかな成長を促すための居場所を
提供するとともに、子どもやその保護者からの相談に応じます。

こども福 祉 課

 9 児童虐待の防止や
こどもの権利の保障

専門知識・技術を有したこども家庭支援員や虐待対応専門
員、母子・父子自立支援員、保健師、社会福祉士、心理士
等を配置し、相談支援を行うとともに、保健センターや在籍
園、学校、関係機関と連携し、児童虐待の防止及びこどもの
権利の保障を図ります。

こども福 祉 課

 10 ヤングケアラー支援
事業

県と協力し、ヤングケアラーに関する理解・認知度を高め、
本人の自覚や周囲の大人の認識向上につなげるほか、ヤング
ケアラーが存在する家庭へのヘルパー派遣により、ケアの負担
軽減を図り、こどもの権利を守ります。

こども福 祉 課

 11 こどもが安心して過
ごせる場の確保

不登校など困難を抱えるこどもが、学校以外のところで安心
して過ごせるよう居場所開設にかかる経費や特色ある取組に
対して県と連携して助成金を交付します。

こども福 祉 課

 12 こども食堂への支援 こどもたちが生まれ育った環境に左右されず、健やかに育つこ
とを推進するため、地域住民や団体等が、食事その他の生活
環境が十分でないこどもを地域で支えるこども食堂を運営する
取組に対し、助成を行います。

こども福 祉 課
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〈指標〉 

※1　学校教育課調査　　※2 こども福祉課調査 

 

（２）学校教育を軸とした学力保障 
こどもの貧困の解消に向けた対策の実施に当たっては、未就学期、児童期、思春期のこどもが

受ける教育の役割を改めて認識する必要があります。 

教育は、貧困状態にあるなど、困難を抱えやすい状況にあるこどもを含め、すべてのこどもを

対象としており、その中でこどもたちにとって必要な力を育んでいくことが重要です。 

 

〈主な事業〉 

No 事業名等 内容 担当課
 13 体罰等によらない 

子育ての推進
保護者等による体罰禁止が法制化されたことなどを広く市

民に周知します。また、保護者等に対して、国のガイドラインに
基づき、体罰の具体例やこどもとの接し方など関係機関を通じ
て普及啓発するとともに、子育ての悩みなどに対応する相談機
関等について周知を図ります。

こども福 祉 課 
学 校 教 育 課 
生涯学習・スポーツ課

 14 こどもの意見表明と
施策への反映

こどもの意見表明や自己選択・決定等の権利保障を推進
するため、様々な機会をとらえ、こどもの意見を聴き、こども施策
へ反映する仕組を関係課と連携し構築します。

子育て支援課

 指標名 単位 現状値（R5） 目標値（R11）
 こどもの権利について知っている、聞いたことがあるこども

の割合 ％ 52.6 80.0

 こどもが家族や周りの大人から「自分は大切にされてい
る」と回答する割合

％ 98.7 100

 
学校が楽しい、どちらかというと楽しいこどもの割合 ％

86.2 ※1 
90.8 ※2

95.0

 
自分にはよいところがあると思う児童生徒の割合 ％

(小)87.7 
(中)87.8

(小)100 
(中)100

 不安や悩みがあるとき相談できる人がいるこどもの割合 ％ 80.7 90.0
 

こども食堂開設数（補助金交付件数） 箇所 
（件） 2(2) 6

 No 事業名等 内容 担当課
 1 確かな学力の定着 確かな学力の定着に向け、基礎学力や学習習慣を定着させ

る指導を充実し、必要に応じて学習サポーターやティーム・ティー
チング指導員を配置するなど一人ひとりに寄り添ったきめ細かな
学習支援を図ります。

学 校 教 育 課
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〈指標〉 

 

（３）こどもの成長と子育てを支える気運の醸成 

少子化やこども・子育て世代を取り巻く環境を踏まえ、個人または企業が「身近にできること

から始めよう」をスローガンにした取組事例を市のホームページや SNS 等で広く周知するととも

に、こどもの健やかな成長や子育て世代を地域全体で支え合う気運の醸成につながるよう努めま

す。 

〈主な事業〉 

 

No 事業名等 内容 担当課
 2 心身ともに健やかな

こどもの育成
学級診断尺度調査（WEBQU 調査）の効果的な活用に

ついての研修を行い、児童生徒を多面的に理解し、人間関係を
ベースとした学級運営を推進します。また、小児生活習慣病の
早期発見のため、検診を実施し、医療機関の受診をすすめると
ともに、生活習慣の見直しなどについて家庭と連携を図ります。 

学校における食育推進のため、栄養教諭等による指導体制
を充実します。

学 校 教 育 課

 3 児童生徒の見守り・
支援

各学校へ支援を必要とする児童生徒への見守り・支援を行う
学習サポーターの配置、教職員等への専門家による指導・助
言、特別支援学級の開級や通級指導教室の開設など、児童
生徒の実態に応じた適切な支援を行います。 

また、日本語による学習や学校生活への適応が困難な外国
人児童生徒が増加しており、外国人相談員を配置するなど、き
め細かな支援に努めます。

学 校 教 育 課

 4 教育支援センター 教育支援センターで不登校児童生徒が抱える心理的な問題
等の軽減を図りながら、自立する力やよりよい人間関係づくりが
できるための支援を行います。 

また、校内教育支援センターを設置し、学校に通いやすい環
境整備に努めます。

学 校 教 育 課

 指標名 単位 現状値（R5） 目標値（Ｒ11）
 学習サポーターの継続的な配置 人 39 40

 No 事業名等 内容 担当課
 1 「射水市こどもまんなか

応援サポーター宣言」
(※)に伴う取組

地域全体でこどもの育ちを支え合うことを SNS を活用した発
信等により市民へ広く呼びかけ、個人や企業、団体がこどもをま
んなかに据えた取組を紹介し、気運の醸成へつなげます。

こども福 祉 課

 2 ボランティア活動 社会に学ぶ「14 歳の挑戦」において、職場体験活動や福祉・
ボランティア活動等に取り組み、将来の自分の生き方を考えるな
ど、たくましく生きる力を身につけます。

学 校 教 育 課
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〈指標〉 

 
 
※　こどものことを第一に考え、全てのこどもが健やかで心豊かに成長できるよう、令和 5 年 7

月に「射水市こどもまんなか応援サポーター宣言」を行いました。これは、こども家庭庁が推

進する「こどもまんなか社会」の趣旨に共感・賛同し、本市においても、こどもや子育てする

人のことを中心に考えた取組をより一層充実させていきたいと宣言したものです。 

 

「こどもまんなか応援サポーター」募集中！ 

皆さんもこどもまんなか応援サポーターになって、「こどもまんなか」な取り組みを発信してみ

ませんか？ 

この取り組みに正解はありません。あなた自身が考える、こどものためのアクションを起こし

ましょう。ぜひ取り組んだ内容を「#こどもまんなかやってみた」を付けて SNS に発信してみまし

ょう。 

　市の取組内容を SNS で発信しています。 

詳しくは、市公式 SNS をご覧ください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 指標名 単位 現状値（R6） 目標値（R11）
 こどもまんなか社会について知っている、聞いたことがあ

る子どもの割合 ％ 35.7 70.0
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２　若者・子育て世代から選ばれる環境づくり 

　〈現状と課題〉 

少子化の背景には、経済的な不安定さや出会いの機会の減少、仕事と子育ての両立の難しさ、

家事・子育ての負担が依然として女性に偏っている状況など、結婚や出産、子育ての希望の実現

を阻む様々な要因が複雑に絡み合っているといわれています。もとより、結婚、妊娠・出産は個

人の自由意思に基づくものであり、そこへ特定の価値観を押し付けたり、プレッシャーを与えた

りすることはあってはならず、個人の多様な価値観や考え方を尊重することが大前提であり、個

人がどのような選択をしても不利にならないようにすることが重要です。 

 

（１）安心して生活できる環境づくり 

将来、こどもを安心して産み育てていくうえでは、住宅や公共交通、公園、商業施設などの環

境は重要な要素であり、若者・子育て世代が移住・定住、就労の場として本市を選択する判断材

料の一つになると考えられることから、魅力あるまちづくりに関連した取組を推進します。 

また、将来のライフプランを見据えて、若い頃から健康管理を行うプレコンセプションケア(※)

を推進します。 

※将来のライフプランを考えながら、若い男女が自分たちの生活や健康に向き合うこと。 

〈主な事業〉 
 No 事業名等 内容 担当課
 1 子育て世帯や三世

代同居の住まいの
支援事業

中学生以下のこどもを扶養する子育て世帯が新たに市内の
民間賃貸住宅に入居する場合に家賃の一部を補助します(所
得制限あり)。 

また、子育て世帯や三世代以上の直系親族が同居する世
帯で、転入に伴い新築住宅を取得して定住したり、空き家を取
得して定住した場合に、取得費用の一部を補助します。

観光まちづくり課

 2 結婚新生活支援事業 新婚世帯を対象に婚姻に伴う新生活のスタートアップに係る
費用（住居費や引越費用）を支援することにより、少子化対
策や経済的不安の軽減を図ります。

観光まちづくり課

 ３ プレコンセプションケア 若い男女が日々の生活や健康と将来のライフプランを考える
プレコンセプションケアを推進します。

保 健 センター

 4 公共交通網の整備 こどもや若者の移動手段を確保し、持続可能な公共交通の
実現を目指します。

生 活 安 全 課

 5 都市公園の長寿命化 公園施設の長寿命化により、こどもが安全に公園を利用でき
る環境づくりを推進します。

都 市 計 画 課

 6 インクルーシブ遊具
設置の推進

基幹的な公園もしくは保育所などの児童福祉施設等にイン
クルーシブ遊具を設置することにより子育てしやすい環境の充実
を図ります。

都 市 計 画 課 
子育て支援課



55

 

〈指標〉 

 

（２）男女の出会い、婚活支援の取組 

男女の出会いや結婚を希望する独身男女を応援するため、結婚等に関する情報提供や若者が気

軽に参加でき、異性と出会うことができる機会・交流イベントの充実に努めます。 

 

〈主な事業〉 

 

〈指標〉 

 

 

No 事業名等 内容 担当課
 7 子育て関連施設の

環境改善
こどもまんなか社会の実現を目指し、保育所や児童館などの

児童福祉施設や公園施設等の遊具、空調、トイレの改修等の
改善を図り、子育てしやすい環境づくりを推進します。

子育て支援課 
こども福 祉 課 
都 市 計 画 課

 8 若者に選ばれる市内
企業の育成・支援

商工団体等と連携した職業体験やインターンシップ等の実施を
通じ、若者が雇用環境に優れた市内企業への就職・定着する
ための企業の取組を支援します。

商工企業立地課

 9 赤ちゃんの駅事業 乳幼児の保護者等が外出時において、気軽に授乳、おむつ
替え等を行うことができる場所を備えた市内の施設、店舗等を
射水市赤ちゃんの駅として登録し、これを広く周知することによ
り、安心な子育て環境の充実を図ります。

こども福 祉 課

 指標名 単位 現状値（R5） 目標値（R11）
 都市公園施設長寿命化計画第 2 期（令和 3～12

年度）に基づき整備した公園の割合 ％ 17.5 63.3

 障がいの有無や年齢にかかわらず、すべてのこどもが一
緒に楽しめるインクルーシブ遊具の設置数

基 0 6

 赤ちゃんの駅 設置箇所数 箇所 38 45

 No 事業名等 内容 担当課
 1 出会いの場の創出 結婚を希望する男女に他団体と連携しながら、婚活イベン

ト等の出会いの場を提供し、サポートする取組を進めます。
市民活躍・文化課

 指標名 単位 現状値（R5） 目標値（R11）
 出会いイベント等参加者数 人 75 140
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３　子育て世帯への支援体制の整備 

〈現状と課題〉 
女性の社会進出の増加や働き方の多様化等により、低年齢児を中心とした保育ニーズや様々な

働き方に対応した保育サービスの実施が必要となっています。また、核家族化による家族支援の

減少や地域における関係性の希薄化により、保護者が子育てに関する悩みや不安を抱え込んでし

まい、大きなストレスを感じるなどの問題が生じています。 

子育て中の保護者の孤立を防ぐためには、デジタル技術を活用した相談方法や情報提供のあり

方などの検討や交流・仲間づくりなどの支援を進めていくこと、並びに地域人材の活用が重要と

なります。加えて家庭や地域における教育力、子育て力を向上させるとともに、地域に支えられ

ながら心豊かで健やかなこどもを育てていくことが求められています。 

 

（１）多様な幼児教育・保育ニーズへの対応 
保護者のニーズ等を踏まえ、幼児教育・保育の量の拡充と質の向上を図ります。また、幼稚園・

保育園・認定こども園での教育・保育を充実するとともに、延長保育や一時預かり、休日保育、

病児・病後児保育など多様な保育サービスを展開します。 
 

〈主な事業〉 
 No 事業名等 内容 担当課
 1 保育の必要性の

認定
保護者のニーズや就労形態の多様化に応えるため、保育の

必要性の認定を適正に行い、円滑な給付につなげます。 子育て支援課

 2 通常保育 保護者が就労等により、就学前の児童を家庭で保育ができ
ない場合、保育園において保育を行います。また、家庭や地域
との連携を図り、家庭養育をフォローします。

子育て支援課

 3 幼稚園における幼
児教育

幼稚園において、満３歳以上の児童に対し、年齢に相応し
い適切な環境を整え、心身の発達を助長するための教育を行
います。

子育て支援課

 4 認定こども園における
教育・保育

保護者の就労状況が変化した場合でも、通い慣れた園を
継続して利用できるよう、認定こども園で教育・保育を一体的
に行います。

子育て支援課

 5 延長保育 世帯構造の変化や就労形態の多様化等による保育ニーズ
に対応し、18 時以降の延長保育を実施します。 子育て支援課

 6 一時預かり 幼稚園における在園児を主対象とした一時預かり（預かり
保育）を実施するとともに、保育園において、未就園児を対象
とした一時預かりを実施します。

子育て支援課

 7 休日保育 就労などで、日曜・祝日に保育が必要な在園児を保育する
休日保育を実施します。

子育て支援課
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〈指標〉 

 

（２）良好な幼児教育・保育環境の整備 

保育人材の確保・定着や業務の ICT 化を推進し、保育士等の業務負担の軽減を図ることにより、

こどもと向き合う時間を拡充し、より良い幼児教育・保育サービスの提供が可能となるよう努め

ます。 

また、保育園等と小学校との連携を図り、就学時の円滑な接続を図ります。 

 

〈主な事業〉 

No 事業名等 内容 担当課
 8 病児・病後児保育 こどもが病気で、集団保育が困難な場合、保育園の専用ス

ペースで一時的に預かります。また、広域化により市外の病児・
病後児保育施設等の利用が可能となったため協定自治体と
連携し利用促進を図ります。

子育て支援課

 9 地域型保育事業 家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所
内保育など、地域における多様な保育ニーズにきめ細かく対応
できる地域型保育事業を状況に応じて実施します。

子育て支援課

 10 こども誰でも通園
制度

在宅保育中の 3 歳未満児を対象に、保護者の就労を問わ
ず、月一定時間の範囲内で保育施設を自由に利用することに
より保護者利便の向上につなげます。

子育て支援課

 11 保活ワンストップシ
ステムの導入

保育園等の入所申請にあたり、施設の情報や見学申込
み、入園申請書の提出等、保育活動にかかる保護者負担を
軽減するため、国と連携し、事務手続等の効率化・簡略化を
図ります。

子育て支援課

 指標名 単位 現状値（R5） 目標値（Ｒ11）
 特別保育の充足率 ％ 53.9 58.0

 No 事業名等 内容 担当課
 1 保育サービス評価制度 保育サービスの質の向上を図るため、保育園が提供する

サービスについて、第三者評価を行います。
子育て支援課

 2 幼保小の連携及び円滑
な接続の推進

幼児期から小学校への学びのつながりを円滑なものとする
ため、職員相互が連携し、こどもたちの交流活動の充実や学
びのつながりを意識した指導方法等の理解を深めます。ま
た、プログラム等の活用を推進します。

子育て支援課 
学 校 教 育 課

 3 保育士等奨学資金貸付 将来、保育士等を目指す学生に向け奨学資金を貸し付
け、卒業後、市内保育園等において 3 年勤務した場合、そ
の貸付金の返済を免除することで、保育士等の確保・定着
を図るなど、引き続き人材確保に向けた取組に努めます。

子育て支援課
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〈指標〉 

 

（３）地域子育て支援等の充実 

ファミリー・サポート・センターや子育て支援センターなどの充実を図り、地域での子育てが

円滑に行えるよう支援するとともに、地域の子育て力の向上を図ります。 

また、利用者支援においては、こどもや家庭の状況に応じたサービスや事業の紹介、専門機関

へのつなぎを行い、保護者の不安や悩みが解消できるよう支援します。 

 

〈主な事業〉 

No 事業名等 内容 担当課
 4 ママパパ保育士等職場

復帰応援事業
育休中又は市内保育園等に再就職する保育士等で、そ

の家族の 3 号認定にかかるこどもの保育料について、就労開
始後に発生する保育料の全額を助成することにより、保育
士等の確保・定着を図ります。

子育て支援課

 5 保育の職場魅力発信 養成校や市内高等学校と連携し、保育の仕事を見聞き
したり、先輩保育者と意見交換を行うことにより、保育の仕
事・職場の魅力を感じてもらい、将来の保育者確保につなげ
ます。

子育て支援課

 6 保育園等の業務の ICT
化

園児の登降園管理や保護者との日常的な連絡等におい
て利用者の利便向上を図るとともに、保育記録の入力やそ
れら情報の職員間の共有を図ることにより、保育者の業務負
担の軽減を図ります。

子育て支援課

 7 保育業務のワンスオンリー
実現に向けた基盤整備

給付費(委託料等)の請求や監査書類等の作成は、保
育事業者にとって大きな負担です。保育園等の業務支援ア
プリに登録された情報を国のデータベースへ集約し、請求等
に必要な書類を出力することにより、事務の簡素化を図り、
子どもと向き合う時間の確保につなげます。

子育て支援課

 指標名 単位 現状値（R5） 目標値（Ｒ11）
 幼保小の連携を行った幼稚園・保育園等の割合 ％ 80 以上 

 No 事業名等 内容 担当課
 1 ファミリー・サポート・セ

ンター
子育てを援助してほしい人(依頼会員)と援助したい人(協力

会員)がファミリー・サポート・センターへ会員登録し、緊急・一時
的に育児が困難な場合や保育園等への送迎、放課後児童クラ
ブ後の預かり等を行います。また、ひとり親家庭や低所得者、多
胎児世帯の優先的利用に配慮します。

子育て支援課
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No 事業名等 内容 担当課
 2 地域子育て支援拠

点事業
子ども子育て総合支援センター(キッズポートいみず)をはじめ、

市内の子育て支援センターにおいて、乳幼児と保護者が気軽に
集い、交流できる場を確保し、子育てに関する相談や援助、講
習の実施、地域の子育て情報の提供等により、子育て世帯が
抱える悩みや不安の解消につなげます。

子育て支援課

 3 利用者支援事業 子育て支援センター等において、教育・保育施設や地域の子
育て支援事業等の情報提供、相談・助言等を行うとともに、必
要に応じて、関係機関との連絡調整等を行うことにより、地域の
子育て家庭を支援します。

子育て支援課

 4 子育て短期支援事
業(短期入所生活
援助ショートステイ)

保護者が疾病等の理由により、家庭において児童を養育する
ことが一時的に困難となった場合、関係機関と連携し、児童福
祉施設等で一時的に養育･保護をします。

こども福 祉 課

 5 子育ての情報提供 子育て支援アプリや広報誌、ケーブルテレビ等の様々な媒体
を通じて、妊娠･出産から子育てに関する行政サービスや子育て
情報を提供します。

こども福 祉 課

 6 保育園や幼稚園、
認定こども園の機能
の充実

育児のノウハウを有し、地域に密着した施設として、地域の子
育て支援に積極的に取り組むとともに、地域に開かれた施設とし
て地域住民との交流を図ります。

子育て支援課

 7 子育てガイドの発行 子育て支援に関する制度や手当、保育園や幼稚園、医療
機関等に関する情報をわかりやすくまとめた「子育てガイド 」を発
行し、 妊娠・出産又は子育て世帯への支援の推進を図ります。

こども福 祉 課

 8 子育て支援ネットワ
ークの充実

子育てに関する関係機関や団体相互の情報交換の拡大を
図り、地域の子育て支援機能の充実とネットワークづくりを推進し
ます。また、子育て支援センターにおいて、地域の子育て関連情
報を提供することで、子育て家庭に対する育児支援に努めま
す。

子育て支援課 
こども福 祉 課

 9 地域における生活支
援組織の構築

地域支え合いネットワーク事業等、公的な福祉サービスだけで
は対応しきれない地域の困りごとを地域の中で助け合い・支え合
いができる仕組みづくりを進めます。

地 域 福 祉 課

 10 地域見守りネットワ
ークの充実

地域住民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよ
う、市内で活動する事業者に協力いただき、事業者が活動中に
異変に気付いた場合、速やかに市又は関係機関へ連絡・通報
し、適切に対応する見守りの仕組みを推進します。

地 域 福 祉 課

 11 子ども見守り隊など
地域における教育機
能の充実

登下校時の子ども見守り隊の活動をはじめ、地域のこどもたち
は地域全体で守り育てるという意識を醸成します。 学 校 教 育 課



60

〈指標〉 

No 事業名等 内容 担当課
 12 こども食堂への支援 

(再掲)
こどもたちが生まれ育った環境に左右されず、健やかに育つこと

を推進するため、地域住民や団体等が、食事その他の生活環
境が十分でないこどもを地域で支えるこども食堂を運営する取組
に対し、助成を行います。

こども福 祉 課

 13 相談機能の強化 　多様化する市民ニーズへの的確な対応や今後の地域福祉推
進を図るため、市や社会福祉協議会、民生委員・児童委員、
子育て支援センター、ファミリー・サポート・センター、障がい者地
域活動支援センター、生活自立サポートセンター、子ども子育て
総合支援センター、こども家庭センター、外国人ヘルプデスク等の
専門員等の配置や資質の向上などにより、相談機能の充実に
努めます。 

また、重層的支援体制整備事業とも協働し相談機関の連携
により更なる機能強化に努めます。

地 域 福 祉 課 
社 会 福 祉 課 
子育て支援課 
こども福 祉 課 
保 健 センター 
市民活躍・文化課

 14 世界にひとつだけの
絵本事業

毎月 1 歳半になるこどもに一人ひとり異なるオリジナルの知育
絵本を贈呈し、こどもの健やかな成長や親子間のコミュニケーショ
ンを図ります。

こども福 祉 課

 15 妊婦のための支援給
付金事業

妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、
様々なニーズに即した必要な支援につなぐ相談支援を充実さ
せ、妊婦のための支援給付（妊娠届出後 5 万円、出生届出
後 5 万円）も一体として実施する。

こども福 祉 課

 16 交通安全教室の実施 未就学児や小学生に対して、横断歩道の安全な渡り方等を
身につけてもらい、さらに小学生については、自転車の基本的な
交通ルール等の浸透を図り、交通事故防止につなげます。

生 活 安 全 課

 17 SNS 等トラブル防止
に向けた取組

駅や商業施設等、こども等が多く往来する場所で防犯啓発活
動（SNS 等トラブル防止キャンペーン）を行い、防犯意識の醸
成及びトラブル防止対策を啓発します。

生 活 安 全 課

 18 消費者教育の普及 
・啓発

希望に応じて、児童生徒を対象とした、お金の管理や消費者
トラブルに係る出前講座を開催します。

生 活 安 全 課

 19 更生支援の取組の
周知及び関係機関
との連携

保護司や更生保護女性会などの更生保護活動を一層周知
するとともに、学校等の関係機関と連携し、こどもを非行や犯罪
から防ぐ取組を支援します。

地 域 福 祉 課

 指標名 単位 現状値（R5） 目標値（Ｒ11）
 ファミリー・サポート・センター 

①利用回数 
②協力会員数

 
回 
人

 
① 741  
② 314 

 
① 900  
② 400 
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（４）多様な居場所づくりの推進 
国の「こどもの居場所づくりに関する指針」に基づき、こどもの視点に立ち、児童館や放課後

児童クラブ等の既存の施設を活用及び整備を検討しながら、多様な居場所としての機能の充実を

推進します。 
また、こども・若者が国籍や年齢等を問わず、その個性や多様性を尊重しながら、安心して過

ごせる多くの居場所を持つことができるよう地域の取組を支援します。 

〈主な事業〉 

指標名 単位 現状値（R5） 目標値（Ｒ11）
 子育て支援センター延べ利用人数 万人 3.0 3.5

 地域支え合いネットワーク共生社会構築事業を実施
する地域数

地域 2 8

 こども食堂開設数（補助金交付件数） 
(再掲)

箇所 
（件）

2(2) 6

 学校安全パトロール隊（子ども見守り隊） 
①団体数 
②隊員数

 
団体 
人

 
① 52 

② 3,323

 
① 50 

② 3,000

 No 事業名等 内容 担当課
 1 放課後児童健全育

成事業（放課後児
童クラブ）

就労等により、保護者が昼間家庭に不在の小学生に対し、
放課後及び夏休み等の学校休業日に、家庭に代わる生活の
場を確保し、適切な遊びや指導を行うことにより、児童の健全育
成を図るとともに、保護者の子育てと仕事の両立を支援します。

生涯学習・スポーツ課

 2 放課後子ども教室、 
土曜学習推進事業

放課後に小学校の余裕教室等を活用し、地域の方々の参
画を得て、学習やスポーツ、文化活動の機会を提供します。ま
た、こどもたちの豊かで有意義な土曜日を実現するため、地域な
どの協力を得て様々な体験活動の機会を提供します。

生涯学習・スポーツ課

 3 児童館・児童室 地域の児童館やコミュニティセンター内の児童室で運動や工
作、音楽等の遊びを通じて、こどもの健康を増進し、豊かな情操
を育みます。また、利用者増、利用対象者の拡充を図ります。

こども福 祉 課

 4 さんさん広場事業 地域住民やボランティア等が主体となり、コミュニティセンターや
公民館、集会場等の施設を活用し、地域のこどもたちが交流で
きる居場所づくりを進めるとともに、子育てを地域で支え合う体制
を整備します。

生涯学習・スポーツ課

 5 こども食堂への支援 
(再掲)

こどもたちが生まれ育った環境に左右されず、健やかに育つこと
を推進するため、地域住民や団体等が、食事その他の生活環
境が十分でないこどもを地域で支えるこども食堂を運営する取組
に対し、助成を行います。

こ ど も 福 祉 課
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〈指標〉 

 

（５）家庭・地域の教育力の向上 

いみず親学びスクールや子育て井戸端会議などを実施し、家庭教育力の向上を図るとともに、

地域組織活動の支援や子育て支援隊の活動を通して、子育てへの関心や理解を深め、地域全体に

よる子育てを支えます。 

また、こどもが読書に親しむことにより、学びの芽生えや人生をより深く生きる力を身に着け

られるよう支援します。 

 

〈主な事業〉 

No 事業名等 内容 担当課
 6 参加支援事業 既存の社会参加に向けた事業では対応できない狭間の個別

ニーズに対応するための居場所や拠点をつくり、社会とのつながり
づくりに向けた支援を行います。

地 域 福 祉 課

 7 多文化こどもサポート
センター

　地域住民やボランティア等が主体となり、コミュニティセンター
で外国にルーツをもつこどもたちが気軽に集まって、学習したり
遊んだりすることができる場を提供します。

市民活躍・文化課

 指標名 単位 現状値（R5） 目標値（Ｒ11）
 放課後児童クラブ数 箇所 23 24
 放課後子ども教室・土曜学習推進事業 

児童参加率
％ 16.1 20.0

 児童館(室)延べ利用人数 万人 6.7 10.0
 さんさん広場実施箇所数 箇所 9 10
 こども食堂開設数（補助金交付件数） 

（再掲）
箇所 
(件)

2(2) 6

 No 事業名等 内容 担当課
 1 いみず親学びスクール 保護者や子育て支援関係者等を対象に、専門家を招いて

講座を実施し、子育てや家庭教育を行う上でのヒントや気づき
を得る機会を提供します。

生涯学習・スポーツ課

 2 子育て井戸端会議 家庭教育アドバイザー連絡協議会との共催で、学校行事
等がある日を利用して、保護者の悩みや不安を話し合い、保
護者間の交流を図る機会を提供します。

生涯学習・スポーツ課

 3 あったか家族応援プロ
ジェクト

あったか家族の愛ことば「家族いっしょに食事　おしゃべり　お
手伝い」を通じて、子どもにとって家庭が安心できる居場所とな
るよう関係団体等と連携し、普及・啓発活動を実施します。

生涯学習・スポーツ課
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〈指標〉 

No 事業名等 内容 担当課
 4 家庭の役割について

学ぶ機会の充実
子育ての楽しさ、男女が協力して家庭を築くことなど、こども

を生み育てることの意義に関しての教育や広報啓発活動を推
進します。

学 校 教 育 課 
こども福 祉 課

 5 地域組織活動の支援
（児童・母親クラブ、
ＰＴＡ、ボーイ・ガール
スカウト）

地域や小学校等と連携し、児童の健全育成を目的とした
活動を展開する児童クラブや母親クラブ、また、こどもたちの自
主性を高めボランティア活動等を通じて地域社会との関わりを
もつことを目的とした活動を展開するＰＴＡやボーイスカウト、
ガールスカウトの各団体に対して支援を行い、地域全体でこど
もを育てる気運を醸成します。

こ ど も 福 祉 課 
学 校 教 育 課 
生涯学習・スポーツ課

 6 子育て支援隊 子育てに関する豊富な知識やこどもの創造力を育むことにつ
ながる趣味・特技を持つ団体・個人が小学校や保育園等を訪
問し、こどもの健やかな成長を図るための活動を行います。

こども福 祉 課

 7 乳幼児学級、青少年
学級の開催

地域における生涯学習事業において、各地域の特色を生か
した学習や体験活動について取り組み、幼少期から郷土の文
化等に触れ合える機会を提供します。

生涯学習・スポーツ課

 8 児童書の充実 利用者ニーズを捉えながら計画的な図書の購入、除籍を行
います。また、障がいに応じた書籍や外国の絵本等の収集に
努め、障がいや外国にルーツのあるこどもたちも読書に親しむこ
とができる環境を整えます。

中 央 図 書 館

 9 子ども会等の開催 乳幼児が絵本や物語に触れ合える「子ども会」や「読み聞か
せ会」の開催を拡充し、親子で本や図書館に親しみを感じられ
る場を提供します。

中 央 図 書 館

 10 図書館ボランティアとの
相互協力

交流の場や図書館ボランティアによる催し物を開催します。
また、読み聞かせ活動を推進するボランティアの養成講座を開
催し、ボランティアの養成に取り組みます。

中 央 図 書 館

 11 子どもの読書の推進 様々な場での読み聞かせ会の開催等、保健センターや保
育園、学校、絵本館、図書館等、子どもの発達段階に応じ地
域全体が連携し、それぞれの役割の中で切れ目なく支援を行
います。

生涯学習・スポーツ課 
子育て支援課 
こ ど も 福 祉 課 
学 校 教 育 課 
保 健 セ ン タ ー 
市民活躍・文化課

 12 コミュニティ・スクールの
推進

学校や家庭、地域等が連携し、それぞれの役割と責任を自
覚しつつ、地域全体でこどもを育む環境づくりを推進します。

学 校 教 育 課 
生涯学習・スポーツ課

 指標名 単位 現状値（R5） 目標値（Ｒ11）
 家庭教育に関する講座・学習会の参加者数 人 　　641 1,000
 親を学び伝える学習プログラムの参加率 ％ 29.3 70
 地域行事に参加したことがないこどもの割合 ％ 41.6 10.0
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（６）子育て世帯の経済的負担の軽減 

妊娠前から妊娠期、出産、乳幼児期、学童期、思春期まで必要に応じて経済的支援を行うこと

により、子育て世帯にかかる経済的負担の軽減を図り、こどもを安心して産み育てることができ

る環境づくりを推進します。 
 

〈主な事業〉 

指標名 単位 現状値（R5） 目標値（Ｒ11）
 子育て支援隊登録団体数 団体 31 37
 生涯学習講座の年間延べ受講者数 人       33,061       40,000
 児童書貸出数 冊      160,891      183,000
 子ども会の開催数 回 　　       135 　　       150
 図書館ボランティアの登録者数 人 　　        35 　　        50
 コミュニティ・スクールの設置数 校 　　         0 　　        20

 No 事業名等 内容 担当課
 1 子ども医療費助成 18 歳到達後の年度末まで保険診療分の医療費(入院、

通院)を助成することにより子育て世帯の経済的負担の軽減
を図るとともに、病気の早期発見・治療を促進します。

こ ど も 福 祉 課

 2 保育料の軽減 保護者の経済的負担を軽減するため、保育料を低額に設
定します。また、第３子以降の園児の保育料無償化を引き続
き実施するとともに、さらなる拡充等に努めます。

子育て支援課

 3 副食費の軽減 保護者の経済的負担を軽減するため、第 3 子以降の園児
の副食費を引き続き軽減するとともに、さらなる拡充等に努め
ます。

子育て支援課

 4 児童手当 18 歳までのこどもを養育している保護者等において、生活の
安定と児童の健やかな成長のため、児童の保護者等に手当を
支給します。

こども福 祉 課

 5 妊婦一般健康診査 妊婦に対する健康診査費用を助成します。また、里帰り出
産のため県外で健康診査を受診した場合も、費用の一部を
助成します。

保 健 センター

 6 妊婦歯科健康診査 妊娠届出時に受診勧奨を行い、妊婦歯科健康診査受診
票を発行し、歯科健康診査及び歯科保健指導を実施します。

保 健 セ ン タ ー

 7 産婦健康診査 産婦に対する健康診査費用を助成します。また、里帰り出
産のため県外で健康診査を受診した場合も、費用の一部を
助成します。

保 健 セ ン タ ー

 8 プレ妊活健診費助成
事業

将来こどもを望む夫婦を対象に、妊娠・出産に影響する疾
患についての健診費用の助成を行います。

保 健 セ ン タ ー
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〈指標〉 

No 事業名等 内容 担当課
 9 不妊・不育症治療費

助成
不妊治療、不育症治療を受けている夫婦に対し、治療費

の一部助成を行い、経済的負担の軽減を図ります。
保 健 セ ン タ ー

 10 低所得者の妊婦に対
する妊娠判定受診料
助成金交付事業

低所得の妊婦の経済的な負担を軽減し、必要な支援に繋
げるために、妊婦の初回の産科受診料を助成します。 保 健 セ ン タ ー

 11 妊産婦医療費助成 妊産婦が特定の病気の治療を受けた場合、医療費を助成
することで経済的負担の軽減を図るとともに母体の健康確保と
疾病の早期発見・治療を促進します。

こ ど も 福 祉 課

 12 妊婦のための支援給
付金事業 
(再掲)

妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、
様々なニーズに即した必要な支援につなぐ相談支援を充実さ
せ、妊婦のための支援給付（妊娠届出後 5 万円、出生届出
後 5 万円）も一体として実施する。

こ ど も 福 祉 課

 13 出生祝いクーポン券交
付事業

出生祝いを目的とし、出生届出時に市内店舗で子育て用
品を購入できる２万円分の電子クーポンを LINE を通じて交
付します。

こ ど も 福 祉 課

 14 新生児等聴覚検査
費用助成

新生児等の聴覚異常を早期に発見し、適切な対応を図る
ため新生児等聴覚検査費用の助成を行う。

保 健 セ ン タ ー

 15 乳児一般健康診査 １歳の誕生日前日まで、県内医療機関において健康診査
を行います。こどもの疾病や障がいを早期に発見し、早期に治
療できるよう支援します。

保 健 セ ン タ ー

 16 子ども及び妊婦のイン
フルエンザ予防接種助
成事業

子ども及び妊婦のインフルエンザの発症予防や重症化を予
防し、子育て世帯の経済的・精神的負担を軽減するために、
生後６か月児から高校３年生までのこどもと妊婦を対象に、イ
ンフルエンザ予防接種費用の助成を行います。

保 健 セ ン タ ー

 17 出産育児一時金 
(国民健康保険)

被保険者が出産をしたとき、出産育児一時金を支給し、経
済的負担の軽減を図ります。

保 険 年 金 課

 18 国民健康保険被保
険者の産前産後期間
における保険税免除

出産予定又は出産した国民健康保険被保険者の出産前後
の一定期間における保険税を免除します。 保 険 年 金 課

 19 国民年金第1号被保
険者の産前産後期間
の保険料免除

国民年金の被保険者が出産をしたとき、その出産前後の一
定期間の保険料が免除されます。 保 険 年 金 課

 指標名 単位 現状値（R5） 目標値（Ｒ11）
 出生祝いクーポンの利用率 ％ 90 95
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４　困難を抱える子育て家庭への支援 

〈現状と課題〉 
物価高騰等の影響により、ひとり親など貧困に陥りやすい家庭については、児童扶養手当等に

よる経済的支援のほか、各家庭の状況に応じて、生活や教育、就労支援等が適切に行われる必要

があります。 

様々な障がいのあるこどものいる家庭については、こどもと家族に寄り添いながら個々の特性

や状況に応じた質の高い支援を提供することが求められています。 

困難を抱える家庭への支援については、様々な要因が複雑に絡んでいるケースが多く、関係機

関との綿密な連携が重要です。特に児童虐待等においては専門機関との連携を強化し、虐待の予

防や早期発見に努めることが肝要です。 

 

（１）生活困窮家庭等への支援 
ひとり親等の貧困に陥りやすい家庭が、生活と就労において安定し、安心して子育てができる

よう、こども家庭センターが核となり、自立に向けた支援や経済的負担の軽減、相談機会の充実

等を図ります。なお、国は、「子供の貧困対策に関する大綱」の中で、ひとり親家庭等への経済的

支援や就労支援を重点施策として示しており、各事業を連携して取り組むことで、効果的な支援

につなげます。 
ひきこもり等の状態により社会生活を円滑に営むことが困難なこどもが、社会とのつながりを

回復し、自立に向けて動き始めることができるようその家族とともに支援します。 
様々な家庭環境にあるこどもやその家族が直面する問題、様々な問題を抱え生きづらさを感じ

ている若者については、社会や人とのつながりを持つことができ、安心して相談したり自分らし

く過ごしていけるよう支援します。 
 

〈主な事業〉 
 No 事業名等 内容 担当課
 1 母子・父子家庭自立

支援給付金
母子または父子家庭の母または父の能力開発の取組を支援

するため、指定の教育訓練や資格取得に対する給付金を支給
します。

こども福 祉 課

 2 母子家庭等小口資
金貸付

資金の貸付けを行うことにより、母子家庭等の経済的自立と
生活の安定、併せてその扶養する児童の福祉の増進を図りま
す。

こども福 祉 課

 3 母子・父子自立支援
相談

母子・父子自立支援員による相談体制の充実を図り、巡回
訪問指導を行うなど、母子及び父子の相談に応じた支援を実
施します。また、DV 被害を受けた母子及び父子の生活全般の
相談に応じます。母子家庭等就業・自立支援センター等の関
係機関と連携し、養育費や面会交流の取り決め等に関する事
例の高度化に対応できるよう支援員の資質や専門性の向上を
図ります。

こども福 祉 課
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No 事業名等 内容 担当課
 4 児童扶養手当 ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進及び児童の健全

な育成を図るため、児童扶養手当を支給します。
こども福 祉 課

 5 ひとり親家庭等医療
費助成

ひとり親家庭等の児童とその母または父、もしくは養育者の医
療費を助成し、経済的負担の軽減を図ります。

こども福 祉 課

 6 特別保育等の利用
料助成

低所得世帯等の延長保育、病児保育、ファミリー・サポート・
センターの利用料を助成し、経済的負担の軽減を図ります。

子育て支援課

 7 児童生徒就学援助費 経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護
者に対して、給食費、学用品費等を援助します。

学 校 教 育 課

 8 ひとり親家庭等の児童
生徒への学習支援

ひとり親家庭等の児童生徒に対し、コミュニティセンター等にお
いて、教員 OB 等の学習支援ボランティアが塾形式で学習支援
を実施するとともに、児童生徒の良き理解者として進学相談等
を行います。

こども福 祉 課

 9 ひとり親家庭の住宅
確保への支援

ひとり親家庭の福祉増進のため、住宅等の入居手続きを支
援します。また、住宅の新築や転宅等に必要な場合に母子父
子寡婦福祉資金の貸付け手続きを支援します。

こども福 祉 課

 10 ひとり親家庭の仕事
と子育ての両立支援

ひとり親世帯の児童が経済的に困難な状況でも放課後児童
クラブやファミリー・サポート・センターを利用できるよう、ひとり親家
庭に対して利用料金を減免することで利便向上を図り、仕事と
子育ての両立をバックアップします。

生涯学習・スポーツ課 
子育て支援課 
こ ど も 福 祉 課

 11 養育費や面会交流に
関する情報提供と制
度活用による支援

離婚届の提出時等の機会を活用し、養育費や面会交流に
関する情報提供と啓発を行います。また、養育費確保や面会交
流促進に関する制度について活用を図り、国の養育費相談支
援センター等と連携し、養育費の確保を支援します。

こども福 祉 課

 12 生活困窮者の自立
生活支援の促進

最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方
に対し、生活困窮者自立支援制度に基づく支援事業を実施
し、関係機関と連携しながら自立支援を推進します。 

また、支援状況の把握に努め、必要に応じ、同制度に基づく
子育て支援事業の実施を検討します。

社 会 福 祉 課

 13 生活保護による支援 生活保護制度に基づき、保護が必要な方に対し健康で文化
的な最低限度の生活を保障するとともに、保護受給世帯全体
の状況や自立阻害要因を調査・把握し必要な支援を実施しな
がら世帯の自立助長を図ります。

社 会 福 祉 課

 14 ヤングケアラー支援 
事業(再掲)

県と協力し、ヤングケアラーが存在する家庭へのヘルパー派遣に
より、家庭への負担軽減を図ります。

こども福 祉 課

 15 こどもが安心して過ご
せる場の確保 
(再掲)

不登校など困難を抱えるこどもが、学校以外のところで安心して
過ごすことにより、保護者及び家族の心の負担が軽減されるよう
居場所開設にかかる経費や特色ある取組に対して県と連携して
助成金を交付します。

こども福 祉 課

 16 ひきこもり相談事業 ひきこもりの状態にある方やその家族に対して、電話や訪問によ
る相談を行い信頼関係を築きながら適切な支援につなげます。

社 会 福 祉 課
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〈指標〉 

 

（２）障がいのあるこどもへの支援 
障がいのあるこどもについては、乳幼児期から発達段階に応じ、一人ひとりの個性と発達の特

性に応じ、丁寧に配慮された発達支援や保育園等における集団生活の中での「育ち」を保障し、

すべてのこどもが共に成長していくための取組を推進します。 

 

〈主な事業〉 

No 事業名等 内容 担当課
 17 ひきこもりの状態の

人及びその家族の居
場所の提供

ひきこもりなど生きづらさを抱える人が、自由に過ごす場所を提
供します。また、当事者の家族が集まってリフレッシュできる交流
の場所を提供します。

社 会 福 祉 課

 18 参加支援事業 
(再掲)

既存の社会参加に向けた事業では対応できない狭間の個別
ニーズに対応するための居場所や拠点をつくり、社会とのつながり
づくりに向けた支援を行います。

地 域 福 祉 課

 指標名 単位 現状値（R5） 目標値（Ｒ11）
 学習支援ボランティア事業実施箇所数 箇所 3 4 

 No 事業名等 内容 担当課
 1 障がい児・医療的ケア

児の保育
障がい児や日常生活において医療的ケアが必要な児童で、

発達のために集団保育が可能とされる子どもについては、保育
認定に応じて、保育園や医療機関等と連携し、利用調整を
図ります。

子育て支援課

 2 児童発達支援 未就学の障がい児に対し、集団生活への適応訓練や専門
的な療育を行います。

社 会 福 祉 課

 3 保育所等訪問支援 保育園等を訪問し、障がい児や保育園等の職員に対し、
集団生活に馴染むための専門的な支援等を行います。

社 会 福 祉 課 
子育て支援課

 4 放課後等デイサービス 学校に通学する障がい児に対して、放課後や学校の休業
日に、サービス事業所において、生活能力の向上のために必
要な訓練や、社会との交流の促進などの支援を行います。

社 会 福 祉 課

 5 特別児童扶養手当 精神または身体に障がい（中程度以上）を有する 20 歳
未満の障がい児を養育している父または母もしくは養育者に手
当を支給します。（所得制限あり）

こども福 祉 課

 6 障がい児福祉手当 20 歳未満で、心身に重い障がいのあるこどもの負担の軽減
の一助として手当を支給します。

社 会 福 祉 課

 7 重度心身障がい者等
在宅介護手当

障がい者（児）の介護者に対して手当を支給し、負担の
軽減を図ります。 社 会 福 祉 課



69

 

〈指標〉 

 

（３）要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進 
　児童虐待の予防・早期発見に向け、児童虐待防止の啓発はもとより、こども家庭センターの専

門員による支援や巡回訪問等を実施するとともに、保育園や幼稚園、学校、児童相談所、警察等

の関係機関と連携を図ります。 

 

〈主な事業〉 

No 事業名等 内容 担当課
 8 心身障がい者（児）

福祉金
本市に居住する心身障がい者（児）に対し、福祉金を支

給し、心身障がい者（児）の生活の激励と負担の軽減を図
ります。

社 会 福 祉 課

 9 心身障がい児通園通
院等介護助成金

障がい児の通園、通学または病院への通院に対して助成金
を支給し、交通機関を利用して介護にあたっている保護者の
負担を軽減します。

社 会 福 祉 課

 10 補装具費支給 身体障がい者（児）に対し、補装具費を支給し、失われ
た身体機能を補完または代償し、日常生活の効率の向上を
図ります。

社 会 福 祉 課

 11 自立支援医療 
（育成医療）

18 歳未満の身体に障がいのあるこどもまたは現在の疾病を
放置しておくと将来障がいに至ると認められ、手術などの外科
的な治療によって確実な効果が期待できるこどもに対して、障
がいの軽減若しくは除去に必要な医療を給付します。

社 会 福 祉 課

 12 就学相談の充実 特別支援教育の専任職員の配置、地区相談会や保育
園・幼稚園等への巡回訪問の実施など、就学相談の体制及
び機会の充実を図ります。また、医療、福祉及び教育等の関
係機関が密に連携しながら、医療的ケアや重度の障がいを有
する等のこどもが、個々の状態に応じた適切な教育が受けられ
るよう努めます。

学 校 教 育 課

 13 特別支援教育就学
奨励費

特別支援学級に就学する児童生徒の保護者に対して、給
食費、学用品費等を援助します。

学 校 教 育 課

 指標名 単位 現状値（R5） 目標値（Ｒ11）
 児童発達支援延べ利用回数 回 3,838 4,176
 放課後等デイサービス延べ利用回数 回 23,411 27,360

 No 事業名等 内容 担当課
 1 こども家庭相談 　こどもが健やかに成長するために、こどもの養育に関する様々な悩

みや心配ごとについて相談を行います。また、児童相談所や民生
委員・児童委員等の関係者と連携し、在宅支援体制の整備・強
化を図ります。

こども福 祉 課
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〈指標〉 

No 事業名等 内容 担当課
 2 児童虐待の防止や

こどもの権利の保障 
(再掲)

専門知識・技術を有したこども家庭支援員や虐待対応専門
員、母子・父子自立支援員、保健師、社会福祉士、心理士等
を配置し、相談支援を行うとともに、保健センターや在籍園、学
校、関係機関と連携し、児童虐待の防止及びこどもの権利の保
障を図ります。

こども福 祉 課

 3 ドメスティック・バイ
オレンス（ＤＶ）
防止の推進

　DV は犯罪であるという意識を深めるための啓発を図るとともに、
DV が起きている家庭では、こどもに対する暴力が同時に行われて
いる場合があることから関係機関との連携・協力体制の推進を図
ります。

市民活躍・文化課

 4 要保護児童対策
協議会

こどもに関わる施設、学校、地域等が連携し、適切な支援や保
護が必要なこどもを早期に発見し、こども及び家庭を支援します。

こども福 祉 課

 5 児童虐待防止の
取組

　こどもの養育に問題のある家庭に対し、こども家庭センター職員
の訪問等による育児相談・指導を行いこどもの育ちを支援します。

こども福 祉 課

 6 民生委員・児童委
員及び主任児童委
員による地域支援

地域における児童の健全育成や児童虐待の防止等への支援
を推進するとともに、その基盤となる地区民生委員児童委員協議
会等の活動周知や組織の活性化に努めます。

地 域 福 祉 課

 7 こども家庭センター 妊娠した時から出産・子育てまでの個々の課題やニーズに応じ
た切れ目のない伴走的な支援を可能として、要保護児童対策協
議会等の関係機関との連携の強化、虐待、貧困、ヤングケアラー
等への支援の充実を図ります。

こども福 祉 課

 8 未就園児等全戸
訪問・アウトリーチ
支援事業

必要性がありながら支援につながらない家庭に対して、訪問し
申請手続き等の同行支援や相談支援を行います。 こども福 祉 課

 9 子育て支援訪問
事業

支援が必要であると判断した子育て家庭や妊産婦を対象に、
日用品や学用品等の支援物品を訪問ツールとして用いることによ
り、訪問拒絶等の困難を解消し、関係性の構築を図ります。

こども福 祉 課

 10 家事・育児サポー
ト事業 
(ヤングケアラー支援事業)

要保護・要支援家庭や特定妊婦、ヤングケアラー等を対象に、
家事・育児ベビーシッターを派遣し負担の軽減を図りつつ、家庭問
題に介入し環境を整え、虐待リスクを防止します。

こども福 祉 課

 11 児童育成支援拠
点事業

要保護・要支援家庭の児童等に対して、居場所を提供し、生
活習慣の形成や学習サポート、進路等の相談支援、食事の提供
等の支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、こどもの
最善の利益の保障と健全な育成を図ります。

こども福 祉 課

 指標名 単位 現状値（R5） 目標値（Ｒ11）
 こどもの悩みの相談先の認知度 ％         48.2         80.0
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５　親子の健康づくりの充実 

〈現状と課題〉 
　妊娠、出産、育児に関する不安や悩みを抱える母親が多くみられるため、こども家庭センター

内の関係機関が連携し、妊娠期から、出産、子育て期にわたる切れ目のない相談・支援体制の充

実をより一層図ることや、母子の健康や子育てに関する情報提供を的確に行うことなどが求めら

れます。 

　小児医療については、小児科医師の不足等が懸念されています。また、安心して生み育てられ

る基盤として、医療体制の充実が求められることから、医療機関等との連携を強化することが必

要です。 

 

（１）安心して妊娠・出産できる環境づくり 
　妊婦の各種健康診査にかかる費用の助成に加え、妊娠中や出産後の心のケアの取組を充実し、

安心して妊娠・出産できる環境づくりを推進します。また、不妊・不育症治療を受けている夫婦

への支援を行います。 

産後においても切れ目のない相談支援や産後ケア、産前・産後家事サポート等の事業に取り組

みます。 

 

〈主な事業〉 
 No 事業名等 内容 担当課
 1 こころの健康相談 心の不調を一人で抱え込まず、早めの相談や受診につながる

よう、公認心理師による相談会や訪問による相談を実施しま
す。

保 健 センター

 2 母子健康手帳の 
交付

妊娠届出者へ母子健康手帳を交付し、保健指導を行いま
す。また、手帳交付時に母子保健サービス等の情報提供を行い
ます。

保 健 センター

 3 妊婦一般健康診査
(再掲)

妊婦に対する健康診査費用を助成します。また、里帰り出産
のため県外で健康診査を受診した場合も、費用の一部を助成
します。

保 健 センター

 4 妊婦歯科健康診査 
(再掲)

妊娠届出時に受診勧奨を行い、妊婦歯科健康診査受診票
を発行し、歯科健康診査及び歯科保健指導を実施します。

保 健 センター

 5 妊産婦医療費助成 
(再掲)

妊産婦が特定の病気の治療を受けた場合に医療費を助成
し、疾病の早期発見と早期治療を促進し、母体の健康の確保
と経済的負担の軽減を図ります。

こども福 祉 課

 6 もうすぐパパママ教室 もうすぐ親となる父母が育児への理解を高め、親としての自覚
やこどもを育てるしっかりとした心構えを持てるよう講義・沐浴実習
等を実施します。

保 健 センター

 7 妊産婦相談 妊娠中や産後の健康管理等について、保健師や栄養士等
が健康相談を行います。

保 健 センター
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No 事業名等 内容 担当課
 8 妊産婦訪問指導 妊娠中や産後の健康管理について、家庭訪問を行い、産後

ケア等の育児支援情報の提供や指導を行います。
保 健 センター

 9 産婦健康診査 
(再掲)

産婦に対する健康診査費用を助成します。また、里帰り出産
のため県外で健康診査を受診した場合も、費用の一部を助成
します。

保 健 センター

 10 産後ケア 産後ケアを必要とする母親及び乳児を対象に産科医療機関
等で母子のケアや乳房管理、育児手技等についての支援を行
い、育児負担の軽減を図ります。

保 健 センター

 11 産前・産後サポート
事業

母子保健推進員が、初産妊婦や生後６～７か月児の家庭
を訪問し、健康に関する情報を提供し、子育ての不安等を聞き
身近な相談相手となります。

保 健 センター

 12 産前・産後家事サポ
ート事業

妊娠届を提出した方で、体調不良により家事支援を必要とす
る妊婦又は生後６か月未満（多胎の場合は出生後１年未
満）の乳児がいる親に対して、ヘルパー（家事代行サービス事
業者）による家事・育児を中心とした支援を実施します。

こども福 祉 課

 13 妊婦等包括相談支
援事業

妊娠届出時、妊娠８か月時、出産後に保健師や助産師に
よる面談を行い、妊娠・出産、子育てに関する相談を実施しま
す。

保 健 センター

 14 プレコンセプションケア 
(再掲)

 若い男女が日々の生活や健康と将来のライフプランを考えるプ
レコンセプションケアを推進します。 保 健 センター

 15 プレ妊活健診費助
成事業 
(再掲)

将来こどもを望む夫婦を対象に、妊娠・出産に影響する疾患
についての健診費用の助成を行います。 保 健 センター

 16 不妊・不育症治療
費助成(再掲)

　不妊治療、不育症治療を受けている夫婦に対し、治療費の
一部助成を行い、経済的負担の軽減を図ります。 保 健 センター

 17 低所得者の妊婦に対
する妊娠判定受診料
助成金交付事業 
(再掲)

低所得者の妊婦の経済的な負担を軽減し、必要な支援につ
なげるために、妊婦の初回の産科受診料を助成します。

保 健 センター

 18 産後サポート事業 
（いみずっ子 Baby
の会）

産後の母親の心身の負担軽減と孤立を防ぐため、保健師・
助産師による相談や産婦同士のつながりを作る場を提供しま
す。

保 健 センター

 19 母子保健に関する
情報提供

アプリを使用して妊娠中の記録や健診等の情報が確認できる
など、母子保健に関する情報のデジタル化を推進します。

保 健 センター

 20 多胎ピアサポート事業 
（トゥインクルクラブ）

多胎妊産婦を支援するため仲間づくりを促す交流会を開催し
ます。 保 健 センター
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〈指標〉 

 

（２）乳幼児の健康づくり 
　乳幼児健康診査の実施や乳幼児訪問等によりこどもの疾病や発達の遅れを早期に発見し、適切

な支援が受けられるよう健診や相談体制の充実を図ります。 

また、保育園や認定こども園等において食育活動を推進します。 

 

〈主な事業〉 

 指標名 単位 現状値（R5） 目標値（Ｒ11）
 妊娠 11 週以下での妊娠届出率 ％ 93.1 100
 父(パートナー)が育児に参加する割合 ％ 94.6 100
 妊娠届出時の母の喫煙率 % 0.61 0
 

子育て支援アプリ　ダウンロード数 件          1,741
     4,000 

※R7 より切り替え

 No 事業名等 内容 担当課
 1 新生児等聴覚検査費

用助成 
（再掲）

新生児等の聴覚異常を早期に発見し、適切な対応を図
るため新生児等聴覚検査費用の助成を行います。 保 健 センター

 2 乳児一般健康診査 
(再掲)

１歳の誕生日前日まで、県内医療機関において健康診
査を行います。乳児の疾病や障がいを早期に発見し、早期
に治療できるよう支援します。

保 健 センター

 3 乳幼児健康診査 ３～4 か月児、１歳６か月児、３歳６か月児健康診査
を実施し、こどもの発育・発達の遅滞、疾病を早期発見する
ことに努めるとともに、育児等の助言やこどもの事故防止の啓
発などを行います。

保 健 センター

 4 新生児・未熟児訪問 
指導

保健師や助産師が新生児及び未熟児のいる家庭を訪問
し、発育・疾病予防等の健康に関する内容や育児全般につ
いて、指導・助言を行います。

保 健 センター

 5 生後４か月までの全戸
訪問 
（こんにちは赤ちゃん事業）

母子保健推進員が、生後４か月までのこどものいる家庭
を訪問し、子育ての不安や悩みを聞き、子育て支援に関す
る情報提供等を行います。また、支援が必要な家庭に対し
ては適切なサービスを提供します。

保 健 センター

 6 乳幼児訪問指導　 保健師や助産師が乳幼児のいる家庭を訪問し、発育・疾
病予防等の健康に関する内容や育児全般について、指導・
助言を行います。

保 健 センター

 7 育児相談 乳幼児を対象に、発育・発達、母乳・栄養等の相談の場
を提供し、育児全般についての相談に応じます。

保 健 センター
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No 事業名等 内容 担当課
 8 乳幼児栄養相談 もぐもぐ教室を開催し、離乳食について実習や相談の場を

提供します。また、離乳食及び幼児食を進めるにあたり、保
護者に疑問や悩みが生じた場合、来所や電話等で相談に
応じます。

保 健 センター

 9 子ども発達相談室 保健師や言語聴覚士が、こどもの発達について心配のあ
る保護者に対し、電話相談や来所相談を行います。また、
医師や言語聴覚士等の専門スタッフによる個別相談や親子
教室を開催し、市内の保育園・幼稚園、小学校等と連携を
取りながら、こどものすこやかな育ちを支援します。

保 健 センター

 10 要観察児相談・教室 各種健康診査において事後相談の必要な乳幼児や児童
に対して、相談や教室の場を提供します。また、保護者支援
として講座や座談会等を開催し、継続した支援体制の整備
を図ります。

保 健 センター

 11 幼児ことばの教室 ことばの発達や様々な発達課題を持った就学前のこどもと
その保護者を対象に、言語聴覚士等の専門スタッフによる個
別相談を行います。遊びを通した個別指導やグループ指導を
行い、こどもへの関わり方や支援方法を一緒に考えていきま
す。

保 健 センター

 12 歯科健康診査 １歳６か月児・３歳６か月児健康診査及びむし歯予防
教室において歯科健康診査を実施し、歯の健康保持、増
進を図ります。

保 健 センター

 13 歯の健康教室 妊婦・乳幼児・園児・児童を対象にブラッシングの方法や
食生活指導等を行い、むし歯や歯周病予防を推進します。

保 健 センター

 14 フッ素塗布・フッ素洗口 保健センターで１歳６か月児～３歳６か月児を対象に、
フッ素塗布を、幼稚園・保育園・認定こども園・小学校でフッ
素洗口を実施し、むし歯予防を推進します。

保 健 センター

 15 母子保健推進員活動 妊産婦、乳幼児等の家庭を訪問し、各種健康診査の受
診やこどもの健康に関する情報提供を行います。また、地域
で親子のふれあい教室等を開催し、地域ぐるみで子育てを
支援します。

保 健 センター

 16 予防接種 乳幼児・児童・生徒を対象に、予防接種を実施し、感染
症の発生及び蔓延の予防に努めます。

保 健 センター

 17 乳幼児健診の推進 １か月児健診と 5 歳児健診の実施に向けた体制の整備
を図ります。

保 健 センター

 18 保育園、認定こども園
等における食育の推進

　給食を通して「食」に関する知識を高め、良好な人間関係
や感謝の心を育てる活動を推進します。

子育て支援課
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〈指標〉 

 

（３）小児医療の充実 
　医療費の助成や小児医療に関する情報提供、小児医療体制の整備などにより、こどもの健全な

発達・成長と健康を確保します。 
 

〈主な事業〉 

 

 

 

 

 指標名 単位 現状値（R5） 目標値（Ｒ11）
 乳幼児健康診査受診率　 

①１歳６か月児 
②３歳６か月児

 
%

 
① 99.5 
② 98.7

 
① 100 
② 100

 生後４か月までの全戸訪問　訪問率 % 98.7 100
 子育てが楽しいと回答する割合 % 98.1 100
 子ども発達相談室を知っている保護者の割合 ％         75.9        80.0
 子育てに困った時に対応できる親の割合 ％         86.5        90.0
 むし歯のないこどもの割合（３歳児） % 92.6 95.0

 No

.

事業名等 内容 担当課

 1 子ども医療費助成 
(再掲)

18 歳到達後の年度末まで、保険診療分の医療費(入院、通
院)を助成し、病気の早期発見・治療を図ります。 こども福 祉 課

 2 未熟児養育医療
費助成

未熟児を対象とし、指定する医療機関において、入院治療を
受ける場合の医療費を助成することにより、乳児の健康管理と適
正な医療を確保します。

こども福 祉 課

 3 小児医療体制の
充実

質の高い医療を提供し、安全・安心な小児医療体制の充実を
図ります。 

また、現在「子どものこころの外来」として開設している、心の問
題や発達障害があるこどもへの医療提供体制を継続します。

市 民 病 院

 4 小児医療に関する
情報提供

日頃からこどもの成長や病気に関し、気軽に相談できる、かかり
つけ医を持つよう啓発するとともに、保健指導や乳幼児健康診査
等の機会を活用し、救急医療体制について情報提供を行いま
す。

保 健 センター 
市 民 病 院
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６　ワーク・ライフ・バランスの推進 

〈現状と課題〉 
　共働き世帯が増加し、結婚・出産後も仕事を続けたい人が多くなっている一方、家庭内におい

て依然、育児負担が女性に集中している実態があります。また、女性は妊娠・出産・子育てによ

り、仕事と生活の両立が難しくなる傾向にあるため、そのような実態を変え、男性の家事・育児

への参画を促進することが必要です。そのためには、企業、事業所、地域のすべての人が子育て

世代を応援し、こどもや子育て家庭が大事にされるよう地域社会の構造や意識を変えていくこと

が必要です。 

 

（１）子育て世代を応援する官民連携の取組 
男女が互いに協力し、安心してこどもを育てられる男女共同参画社会の実現に努めるとともに、

仕事と生活・子育ての両立支援のために必要な情報の提供や育児休業制度の普及促進、多様な働

き方をかなえる企業の誘致等、官民が連携し子育てしやすい職場環境づくりを推進します。 

〈主な事業〉 
 No 事業名等 内容 担当課
 1 男女共同参画の

推進
男女が、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野にお

ける活動に参画する機会が確保され、共に責任を担う男女共同
参画社会実現のため、「第 2 次射水市男女共同参画基本計画
(改訂版)」に基づき、施策を展開し、労働者、事業主、地域住
民等の意識改革のための学習機会の充実を図ります。

市民活躍・文化課

 2 育児休業制度の
普及促進

国や関係機関と連携を図りながら、育児休業の制度化、取得
の促進及び関係機関が実施している奨励金制度について啓発を
行い、あらゆる機会と媒体を通じて、制度の周知を図ります。

商工企業立地課

 3 もうすぐパパママ教室 
(再掲)

もうすぐ親となる父母が育児への理解を高め、親としての自覚や
子どもを育てるしっかりとした心構えを持てるよう講義・沐浴実習等
を実施します。

保 健 セ ン タ ー

 4 就業・再就職支援 　国や県と連携を図り、子育てをしながら就職を希望する方や育
児休業等から仕事復帰を目指す方等に対し、職業相談や制度
の周知等を行います。また、誰もが能力を発揮できる機会を均等
に確保できるよう、事業者に対する制度周知を図ります。

商工企業立地課 
子育て支援課 
こ ど も 福 祉 課

 5 一般事業主行動
計画の策定促進

一般事業主行動計画策定への啓発と相談業務を行い、子育
てを行う労働者の職業生活と家庭生活の両立を支援します。

商工企業立地課

 6 多様な働き方を叶
える企業誘致の推
進

サテライトオフィス、シェアオフィス及びテレワーク等による多様な働
き方の推進や就業環境が柔軟かつ充実している企業の誘致に取
り組みます。

商工企業立地課

 7 女性のためのキャリ
アアップ応援補助
事業

出産・育児・介護等のために離職した女性や非正規雇用の形
態で働いている女性が、就職や起業等に有効な資格を取得され
た場合にその経費の一部を助成します。

市民活躍・文化課
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〈指標〉 

 
 

 指標名 単位 現状値（R5） 目標値（Ｒ11）
 女性の育児休業取得率 ％ 90.9 100

 父(パートナー)が育児に参加する割合 
(再掲)

％         94.6         100

 一般事業主行動計画の策定率 ％ 79.6 83.0
 サテライトオフィス等開設支援事業数 件             1           10
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第六章　推進体制       　　　 

１　計画の推進に向けて 

本計画を着実に実行するため、市民や関係団体、事業者、企業等が連携しながら各種事業を

効果的・効率的に進めます。また、本計画の適正かつ円滑な実施のため、福祉・教育・保健・雇

用等の庁内関係課と連携し、事業の点検・評価等を行います。 
 

（１）射水市子ども・子育て会議等において計画の進捗状況を評価、検証 
毎年１回、射水市子ども・子育て会議(※1)、射水市子ども施策推進委員会(※2)並びに射

水市要保護児童対策協議会(※3)において、各種事業の実施状況や目標指標の達成状況等を報

告し、事業の点検・評価等を行います。 

また、評価内容や委員意見等を関係課と情報共有し、各種事業の効果的・効率的な実施に

向けた調整を図ります。 

 

※1　射水市子ども・子育て会議設置要綱第 1条に基づく会議体 

※2　射水市子ども条例第 11 条第 1項に基づく会議体 

※3　射水市要保護児童対策協議会設置要綱第 1条に基づく会議体 

 

（２）こども・若者・子育て当事者への意見聴取並びにこども施策への反映等 
こども基本法やこども大綱の基本理念において、こどもの意見表明権の保障やこども・若

者・子育て当事者から聴き取った意見をこども施策へ反映させる仕組みについて自治体の責

務として義務付けていることから、安心して意見を述べる場や機会を確保することや、社会

参画の機会をつくります。 

 

（３）家庭、地域、企業、関係機関等との連携・協働 
こどもの健やかな成長や若者支援、子育てを地域全体で支える環境を構築するためには、

家庭や地域、企業等の役割が重要になります。そのためにも、各々がそれぞれの役割を果た

すとともに、連携・協働して、こども・若者や子育てを支援する取組を後押しします。 

 

・家庭  家族の一人ひとりが積極的に子育てや家事を行い、共に支えあう関係を築くこと。 

・地域　こどもや子育て家庭を支える活動や見守りなどを通じて、地域がこどもを育てると

いう気運の醸成や地域活動の充実を図ること。 

・企業　子育て家庭に配慮した制度等を充実し、子育てしながら安心して働くことができる

職場づくりを推進すること。 

・関係機関　保育園や学校等においては、こどもたちの身近な施設として、こどもの保育・

教育等の支援はもちろん、保護者に対する相談や情報提供など多様な支援に取

り組むこと。若者支援に関しては関係機関相互の連携を図ること。 
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（４）計画の周知・浸透 
市民にとって本計画を分かりやすく、利用しやすいものとするため、市の広報やホームペ

ージのほか、ケーブルテレビや出前講座等を通じて、幅広い世代への周知や啓発に努めます。

また、子育て家庭については、子育てガイドや電子情報など、より利用しやすい環境の整備

に努めます。 

 

（５）社会情勢の変化等を踏まえたこども施策の充実や見直し 
国のこどもまんなか実行計画や本市の総合計画、財政状況等を踏まえ、必要に応じて計画

及びこども施策の充実・見直しを図ります。 
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 資料編
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１　アンケート結果      　　　　 

 

■調査概要  

調査地域：射水市全域 
 
調査対象：住民基本台帳から下記対象世帯を母集団として無作為抽出した。 
 

 
調査方法：調査種別ア，イ，オは郵送による配付を行い、郵送回収またはオンライン回答と

した。 

調査種別ウ，エ，カは学校による配付を行い、郵送回収またはオンライン回答と

した。 

 
調査期間：令和６年３月８日から４月５日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 種別 調査対象者 標本数

 ア 就学前児童（0～5 歳）の保護者 1,500 件

 イ 小学生児童（小学 1～6年生）の保護者 1,200 件

 ウ 小学 5年生の保護者 743 件

 エ 中学 2年生の保護者 846 件

 オ ひとり親家庭の保護者 

（射水市ひとり親家庭等医療費助成対象者）

617 件

 カ 中学生及び高校生（射水市立中学校及び射水市内の県立高等

学校に通学する生徒）※中学 3 年生と高校 3 年生は対象外

中学生：1,606 件 

高校生：865 件

 （計）7,377 件
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回収結果：本調査の回収結果は以下の表のとおりである。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 種別 調査対象者 回収数 回収率

 ア 就学前児童（0～5 歳）の保護者 郵送：391 

WEB：401

49.4％ 

50.6％

 （計）792 （全体）52.8％

 イ 小学生児童（小学 1～6年生）の保護者 郵送：324 

WEB：389

45.4％ 

54.6％

 （計）713 （全体）59.4％

 ウ 小学 5 年生の保護者 郵送：141 

WEB：198

41.6％ 

58.4％

 （計）339 （全体）45.6％

 エ 中学 2 年生の保護者 郵送：91 

WEB：229

28.4％ 

71.6％

 （計）320 （全体）37.8％

 オ ひとり親家庭の保護者 郵送：138 

WEB：136

50.4％ 

49.6％

 （計）274 （全体）44.4％

 カ 中学生 郵送：527 

WEB：592

47.1％ 

52.9％

 （計）1,119 （全体）69.7％

 カ 高校生 郵送：161 

WEB：507

24.1％ 

75.9％

 （計）668 （全体）77.2％

391 324

141 91 138

527

161

401
389

198 229 136

592

507

0

200

400

600

800

1,000

1,200

就学前児童 小学生 小学５年生 中学２年生 ひとり親家庭 中学生 高校生

郵送回収数 WEB回収数

（件）

792
713

(52.8%)
(59.4%)

339 320
274

1,119

668

(45.6%) (37.8%)
(44.4%)

（%）：回収率

(69.7%)

(77.2%)
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Ⅰ　射水市子ども・子育てに関するニーズ調査結果    　　　　　 

　 ※調査対象者は「ア 就学前児童（0～5 歳）の保護者」、「イ 小学生児童（小学 1～6 年生）の保

護者」 

 

◆　射水市における子育ての環境や支援への満足度 
ニーズ調査では、「５」を最も高い満足度とした５段階評価で回答していただきました。 

「４」と「５」を合わせた比較的満足度の高い人は、就学前児童で 43.3％、小学生で 36.1％と 

なっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆　母親／父親の就労状況 
「母親」の就労状況は、就学前児童、小学生ともに「フルタイムで就労しており、産休・育休・

介護休業中ではない」が最も高く、就学前児童が 42.6％、小学生が 48.7％となっています。 

「父親」の就労状況は、就学前児童、小学生ともに「フルタイムで就労しており、産休・育休・

介護休業中ではない」が最も高く、就学前児童が 93.9％、小学生が 90.0％となりました。 

　 

 

フルタイムで就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、

現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

93.9 

0.8 

0.5 

0.0 

0.1 

0.0 

4.7 

90.0 

0.6 

0.8 

0.0 

0.6 

0.1 

7.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父親の就労状況

42.6 

8.3 

35.9 

2.4 

9.3 

0.5 

1.0 

48.7 

1.3 

40.1 

0.7 

6.5 

0.4 

2.4 

0%20%40%60%

母親の就労状況

就学前児童(N=792)

小学生(N=713)

就学前児童(N=792)

小学生(N=713)

3.8

5.0

11.9

14.6

38.9

43.3

32.4

27.3

10.9

8.8

2.1

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 2 3 4 5 無回答

満足度が高い満足度が低い
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◆　平日の幼稚園や保育園などの利用の有無 
就学前児童における平日の幼稚園や保育園の利用率は、91.5％となりました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

◆　定期的に利用している教育・保育事業〈複数回答〉  
※利用の有無で「利用している」を選んだ人のみ回答 

就学前児童が定期的に利用している教育・保育事業は、「保育園」が 59.3％で最も高く、次い

で「認定こども園」が 33.5％、「幼稚園」が 6.3％となりました。 

 

 
 

 
 
 
 

幼稚園

幼稚園の預かり保育

保育園

認定こども園

企業等の認可保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

子育て支援センター

その他

無回答

6.3

1.8

59.3

33.5

1.1

0.6

0.0

0.1

1.0

0.4

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

就学前児童(N=725)

利用している

91.5%

利用していない

8.5%
無回答

0.0%

就学前児童（N=792）
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◆　今後定期的に利用したいと考える事業 
就学前児童が今後定期的に利用したいと考える事業は、「保育園」が 65.2％で最も高く、次い

で「認定こども園」が 44.3％、「幼稚園」が 14.8％となりました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園

幼稚園の預かり保育

保育園

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

こども誰でも通園制度（仮称）

その他

無回答

14.8

9.1

65.2

44.3

5.3

2.8

6.2

1.1

4.7

9.5

8.8

0.5

0.9

0% 20% 40% 60% 80%

就学前児童(N=792)
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◆　放課後をどのような場所で過ごさせたいと思うか 
※就学前児童（５歳以上）の保護者のみ回答  

就学児童における希望する放課後の過ごし方は、低学年では「放課後児童クラブ（学童保育）」

が55.6％で最も高くなっています。高学年での希望する過ごし方では、「自宅」が76.4％で最も

高くなっています。 

 

◆　現在の放課後（平日の小学校終了後）の過ごし方  
※小学生の保護者のみ回答  

小学生における現在の放課後の過ごし方は、「自宅」が 79.4％で最も高く、次いで「習い事（ピア

ノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が 33.5％となっています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、

学習塾など）

児童館、地域のコミュニティセンター等

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保育）

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

79.4 

18.5 

33.5 

10.2 

1.4 

16.7 

0.0 

4.6

0.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在の放課後の過ごし方
小学生（N=713）

49.3 

26.4 

30.6 

22.2 

13.9 

55.6 

0.7 

0.7

3.5

76.4 

29.9 

47.2 

21.5 

11.8 

20.8 

0.7 

0.7

3.5

0%20%40%60%80%100%

低学年 高学年

放課後の過ごし方（希望）
就学前児童（N=144）
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◆　小学校高学年になったら、放課後をどのような場所で過ごさせたいと思うか〈複数回答〉  
※小学校低学年（１～３年生）の保護者のみ回答  

小学校高学年時における希望する放課後の過ごし方は、「自宅」が 75.0％で最も高く、次いで

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が 44.7％となっています。「放課後児童

クラブ（学童保育）」は、15.0%となっています。 

 

 
 
◆　母親／父親の育児休業取得状況 
就学児童における母親の育児休業取得率は 67.3％、父親の取得率は 11.9％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、

学習塾など）

児童館、地域のコミュニティセンター等

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保育）

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

75.0

20.6

44.7

24.2

9.7

15.0

0.3

4.4

2.2

0% 20% 40% 60% 80%

小学校低学年(N=360)

母親(N=792)

父親(N=792)

22.3

0.6

67.3

11.9

8.6

81.8

1.8

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

働いていなかった 取得した（取得中である） 取得していない 無回答

就学前児童
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◆　育児休業を取得していない理由〈複数回答〉 
※「取得していない」を選んだ人のみ回答 

育児休業取得していない理由は、母親では「子育てや家事に専念するために退職した」が 41.2％

で最も高く、次いで「その他」が 19.1％、「職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定め

がなかった）」が 13.2％となっています。 

父親では「仕事が忙しかった」が 46.3％、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」が

44.0％、「配偶者が育児休業制度を利用した」が 39.5％となっています。 

 

 

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育園などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、

制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を

取得できることを知らず、退職した

その他

無回答

7.4

8.8

7.4

1.5

2.9

8.8

5.9

0.0

4.4

41.2

13.2

8.8

0.0

0.0

19.1

0.0

44.0

46.3

0.0

5.2

8.2

34.6

3.7

39.5

17.3

0.2

10.2

0.0

3.5

0.0

7.1

2.6

0% 10% 20% 30% 40% 50%

母親(N=68) 父親(N=648)就学前児童
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Ⅱ　射水市子育て家庭アンケート調査結果     　　　　　　 

※調査対象者は「ウ 小学 5 年生の保護者」、「エ 中学 2 年生の保護者」、「オ　ひとり親家庭の保

護者」 

 

◆　高校卒業後の進路希望 
ひとり親家庭では「大学や短大に進学してほしい」が 47.4％、「専門学校（仕事の技術や知

識を学ぶための学校）に進学してほしい」が 18.2％となっています。 

世帯収入別にみると、収入が低い層においては「大学や短大に進学してほしい」が低く、「働

いてほしい」が高い傾向にあります。 

 

【ひとり親家庭における高校卒業後の進路希望（世帯収入別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400～499万円(N=29)

500万円以上(N=29)

全体(N=274)

100万円未満(N=24)

100～199万円(N=35)

200～299万円(N=76)

300～399万円(N=44)

47.4

37.5

48.6

42.1

36.4

62.1

69.0

18.2

25.0

11.4

23.7

22.7

24.1

6.9

10.9

8.3

14.3

9.2

18.2

6.9

10.3

9.9

8.3

5.7

13.2

6.8

3.4

10.3

12.8

20.8

20.0

11.8

13.6

3.4

3.4

0.7

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学や短大に進学してほしい

専門学校（仕事の技術や知識を学ぶための学校）に進学してほしい

就職してほしい

その他

わからない

無回答
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◆　就学援助制度の利用状況 
就学援助制度の利用状況をみると、小学生では「利用している」が 6.5％、中学生では、

6.9％となっています。所得別にみると、「低所得層」で「利用している」と回答した人の割合

が高くなっています。 

 

【就学助成制度の利用状況（小・中学生別、所得別）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

就学援助制度を利用していない理由については、「必要ない」が小学生では68.6％、中学生で

は64.8％と最も高くなっています。 

 

【就学助成制度を利用しない理由（小・中学生別）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

低所得層：有効回答者の世帯収入を世帯人数の平方根で割って調整した「等価世帯収入」を算出、その中央値の
70％未満の世帯 

非低所得層：低所得層以外の世帯 

必要ないため、申請しなかった

利用したいが、申請条件を満たしていないため、

申請しなかった

利用したいが、周囲の目が気になったため、

申請しなかった

利用したいが、自分の家庭が対象になるかどうか

わからないので、申請しなかった

申請したが、認定されなかった

就学援助制度を知らなかった

その他

無回答

68.6

19.6

0.0

6.1

1.6

3.5

0.0

0.6

64.8

22.1

0.3

5.9

0.3

5.5

0.7

0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

小5(N=312) 中2(N=290)

小5全体(N=339)

低所得層(N=66)

非低所得層(N=248)

中2全体(N=320)

低所得層(N=61)

非低所得層(N=241)

92.0

77.3

97.6

90.6

63.9

98.3

6.5

19.7

1.6

6.9

29.5

0.4

1.5

3.0

0.8

2.5

6.6

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用していない 利用している わからない 無回答
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◆　就労状況 
ひとり親家庭では、「正規の職員・従業員（正社員・正職員）」が 58.3％、「パート・アル

バイト」が 25.8％等となっています。世帯収入別にみると、収入が低いほど「パート・アルバ

イト」の割合が高く、収入が高いほど「正規の職員・従業員（正社員・正職員）」の割合が高い

傾向にあります。 

【ひとり親家庭の親の雇用形態（世帯収入別）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆　心の状態 
この１週間の心の状態について、「悲しいと感じたこと」がある人は小学生で54.9％、中学生

は53.7％となっています。また、「憂うつと感じたこと」がある人は小学生で54.5％、中学生は

57.7％となっています。 

【心の状態（週 1 回以上感じた人の割合）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

悲しい・辛いと感じたこと

憂うつだと感じたこと

一人ぼっちで寂しいと感じたこと

72.0 

67.9 

32.2 

0% 20% 40% 60% 80%

ひとり親家庭(N=274)

ひとり親家庭

54.9 

54.5 

12.7 

53.7 

57.7 

12.8 

0%20%40%60%80%

小5(N=339) 中2(N=320)

小5・中2

全体(N=264)

100万円未満(N=20)

100～199万円(N=35)

200～299万円(N=74)

300～399万円(N=44)

400～499万円(N=29)

500万円以上(N=29)

58.3

10.0

22.9

55.4

77.3

82.8

86.2

25.8

50.0

57.1

25.7

15.9

10.3

3.4

8.3

15.0

14.3

12.2

2.3

6.9

6.1

20.0

5.7

6.8

3.4

3.4

1.1

5.0

2.3

3.4

0.4

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正規の職員・従業員（正社員・正職員） パート・アルバイト

契約・嘱託・臨時・非常勤・派遣など 自営業者・家族従事者・内職・在宅請負など

その他 無回答
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◆　利用したい支援やサービス 
ひとり親家庭で利用したい支援やサービスは、「学校や家庭以外で子どもが無償で勉強を学べ

る支援」が 58.8％と最も高く、「保護者が送迎しなくても、子どもの移動や交通手段を支えて

くれるサービス」が 55.5％、「学校や家庭以外で子どもが安心して過ごせる居場所の提供」が 

40.1％となっています。 

世帯収入別にみると、「100 万円未満」で「学校や家庭以外で子どもが無償で勉強を学べる支

援」が 66.7％、「保護者が送迎しなくても、子どもの移動や交通手段を支えてくれるサービ

ス」が 54.2％と他と比べ高くなっています。 
 

【ひとり親家庭の利用したい支援やサービス（世帯収入別）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体(N=274)

100万円未満

(N=24)

100～199万円

(N=35)

200～299万円

(N=76)

300～399万円

(N=44)

400～499万円

(N=29)

500万円以上

(N=29) (単位：％)

学校や家庭以外で子どもが無償で勉強を学べる支援

世

帯

年

収

別

58.8 

66.7 

62.9 

52.6 

61.4 

65.5 

69.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

全体(N=274)

100万円未満

(N=24)

100～199万円

(N=35)

200～299万円

(N=76)

300～399万円

(N=44)

400～499万円

(N=29)

500万円以上

(N=29) (単位：％)

学校や家庭以外で子どもが安心して過ごせる居場所の提供

世

帯

年

収

別

40.1 

50.0 

57.1 

35.5 

34.1 

41.4 

41.4 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

全体(N=274)

100万円未満

(N=24)

100～199万円

(N=35)

200～299万円

(N=76)

300～399万円

(N=44)

400～499万円

(N=29)

500万円以上

(N=29) (単位：％)

保護者が同伴しなくても、子どもが地域の人と食事ができる場所

世

帯

年

収

別

20.8 

20.8 

20.0 

22.4 

22.7 

24.1 

17.2 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

全体(N=274)

100万円未満

(N=24)

100～199万円

(N=35)

200～299万円

(N=76)

300～399万円

(N=44)

400～499万円

(N=29)

500万円以上

(N=29) (単位：％)

保護者が送迎しなくても、子どもの移動や交通手段を支えてくれるサービス

世

帯

年

収

別

55.5 

54.2 

57.1 

57.9 

47.7 

62.1 

62.1 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

全体(N=274)

100万円未満

(N=24)

100～199万円

(N=35)

200～299万円

(N=76)

300～399万円

(N=44)

400～499万円

(N=29)

500万円以上

(N=29) (単位：％)

自分が仕事や職業に活かせる資格を取るための支援

世

帯

年

収

別

29.6 

29.2 

37.1 

23.7 

31.8 

34.5 

20.7 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

全体(N=274)

100万円未満

(N=24)

100～199万円

(N=35)

200～299万円

(N=76)

300～399万円

(N=44)

400～499万円

(N=29)

500万円以上

(N=29) (単位：％)

急な仕事や残業時に子どもの世話を一時的にしてくれるサービス

世

帯

年

収

別

25.9 

37.5 

34.3 

26.3 

29.5 

17.2 

17.2 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0
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全体(N=274)

100万円未満
(N=24)

100～199万円

(N=35)

200～299万円
(N=76)

300～399万円

(N=44)

400～499万円

(N=29)

500万円以上
(N=29) (単位：％)

夜間や土日でもいつでも気軽に相談できるサービス（AI、SNSの活用）

世

帯

年
収

別

15.0 

12.5 

28.6 

11.8 

13.6 

24.1 

13.8 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

全体(N=274)

100万円未満

(N=24)

100～199万円
(N=35)

200～299万円
(N=76)

300～399万円
(N=44)

400～499万円

(N=29)

500万円以上

(N=29) (単位：％)

自分がリフレッシュする時間をもてるよう、子育てを代行してくれるサービス

世
帯

年
収
別

21.9 

25.0 

25.7 

18.4 

20.5 

20.7 

24.1 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

全体(N=274)

100万円未満

(N=24)

100～199万円

(N=35)

200～299万円

(N=76)

300～399万円

(N=44)

400～499万円
(N=29)

500万円以上
(N=29) (単位：％)

こども誰でも通園制度（仮称）（月一定の枠内で就労要件を問わず時間単位等で

保育園を柔軟に利用できる制度）

世
帯

年
収

別

10.9 

16.7 

14.3 

9.2 

13.6 

13.8 

3.4 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

全体(N=274)

100万円未満
(N=24)

100～199万円
(N=35)

200～299万円
(N=76)

300～399万円
(N=44)

400～499万円
(N=29)

500万円以上
(N=29) (単位：％)

その他

世
帯

年
収
別

7.7 

8.3 

5.7 

6.6 

11.4 

6.9 

10.3 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

全体(N=274)

100万円未満

(N=24)

100～199万円

(N=35)

200～299万円

(N=76)

300～399万円
(N=44)

400～499万円

(N=29)

500万円以上

(N=29) (単位：％)

無回答

世

帯
年

収

別

8.0 

8.3 

2.9 

6.6 

9.1 

3.4 

0.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0
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◆　支援制度の認知度 
「自立支援教育訓練給付金」「高等職業訓練促進給付金」「母子父子寡婦福祉貸付金」につい

て、その認知度をみると、「自立支援教育訓練給付金」が最も認知されており44.9％、次いで

「母子父子寡婦福祉貸付金」の38.7％となっています。 

 
【支援制度の認知度（小・中学生別、家庭別）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

自立支援教育訓練給付金

高等職業訓練促進給付金

母子父子寡婦福祉貸付金

無回答

44.9

32.1

38.7

45.3

0% 20% 40% 60%

ひとり親家庭(N=274)
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ア, 18.4

イ, 37.3

ウ, 44.3

(%)

Ⅲ　射水市子どもに関する施策推進計画に係るアンケート調査結果 　　　　　　　　　　 

■ 調査概要 

調査地域：射水市全域 
 
調査対象：射水市内の全小学校（15 校）の 5 年生全員 

射水市内の全中学校（6 校）の 2 年生全員 

 

調査方法：各小学校、中学校を通じオンラインで実施 

 

調査期間：令和 6年 7月 

 

回答結果：本調査の回答結果は以下の表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

◆　子どもの権利に対する理解 
「射水市子ども条例」や「子どもの権利」に対する認知状況（「知っている」「聞いたことは

ある」と答えた子どもの割合）は、共に５割以上となっています。 

また「こどもまんなか社会」に対する認知状況は、約35％程度となっています。 

 
【子どもの権利等に対する認知状況】 

 
「射水市子ども条例」の認知状況（R6 年）　N＝1299 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア：知っている 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ：聞いたことはあるが、意味は分からない 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ：知らない 
 
 
 
 
 

 
児童生徒数 回答数 回答率

 全体 1,545 人 1,299 人 84.1%

 小学校５年生 781 人 680 人 87.1%

 中学校２年生 764 人 619 人 81.0%
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ア 27.8

イ 33.6

ウ 38.6

(%)

ア, 9.9

イ, 25.8
ウ, 64.3

(%)

「子どもの権利」の認知状況（R6 年）　N＝1299 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア：知っている 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ：聞いたことはあるが、意味は分からない 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ：知らない 
 
 
 
 
「こどもまんなか社会」の認知状況（R6 年）　N＝1299 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア：知っている 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ：聞いたことはあるが、意味は分からない 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ：知らない 
 
 
 
 
◆　子どもの成長を支える環境づくり 
学校の楽しさ（「楽しい」「どちらかといえば楽しい」と答えた子どもの割合）は、小学生・

中学生共に９割以上となっています。 

また、地域行事への参加については、地区の行事（運動会、そうじ、ボランティア、子ども食

堂　など）が最も多く全体で38.6％となっており、小学生の方が高くなっています。 

 
【学校の楽しさ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

［全体 N＝1299　　　小学生 N＝680　　　中学生 N=619］ 
ア　楽しい、　　イ　どちらかといえば楽しい、　　ウ　どちらかといえば楽しくない、　　エ　楽しくない 

ア; 

55.2

イ; 

36.1

ウ; 6.1

エ; 2.6

全体 (%)

ア; 

59.4

イ; 

32.4

ウ; 5.1

エ; 3.1

小学校５年生 (%)

ア; 

50.6イ; 

40.2

ウ; 7.1
エ; 2.1

中学校２年生 (%)
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【地域行事への参加】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア　地区のお祭り（ししまい、納涼祭（のうりょうさい）、みこし、じぞうぼんなど） 
イ　地区の行事（運動会、そうじ、ボランティア、子ども食堂　など） 
ウ　児童クラブの行事 
エ　公民館祭り、地区の文化祭 
オ　その他 
カ　参加したことがない 

 
◆　子どもの権利の侵害に関する相談・救済体制づくり 
「不安や悩みがある時に相談できる人がいる」という割合は約８割となっています。一方で

「いない」という回答も全体で4.5％となっています。 

 

【不安や悩みがあるときに相談できる人】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［全体 N＝1299　　　小学生 N＝680　　　中学生 N=619］ 
ア　いる　　　イ　いない　　　ウ　わからない  

 

0.0

38.6

17.3 20.4

4.2

26.9

0.0

46.9

27.2 27.1

6.9
16.5

0.0

29.4

6.5 13.1
1.3

38.4

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

ア イ ウ エ オ カ

全体
小学校５年生
中学校２年生

(%)

ア; 78.6

イ; 4.5

ウ; 

16.9

全体 (%)

ア; 78.2

イ; 5.3

ウ; 

16.5

小学校５年生 (%)

ア; 79.0

イ; 3.6

ウ; 

17.4

中学校２年生 (%)
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２　計画の策定経過     　　　　　　 

 

 

 年月日 内容
 

令和６年２月６日
令和５年度 第２回射水市子ども・子育て会議 
　　　　　　　　第２回射水市子ども施策推進委員会

 

令和６年３月８日～ 
４月５日

子ども・子育てに関するニーズ調査 
子育て家庭アンケート調査 
 
※未就学児の保護者やひとり親、小中高生等へこども施策に関する意見をア
ンケート方式により実施

 

令和６年７月

子どもに関する施策推進計画に係るアンケート調査 
 
※小学 5 年生と中学 2 年生を対象に、子どもの権利等に関する意見をアンケ
ート方式により実施

 
令和６年９月２７日

令和６年度　第１回射水市子ども・子育て会議 
　　　　　　　　 第１回射水市子ども施策推進委員会

 
令和 6 年 11 月 22 日

令和 6 年度　第 2 回射水市子ども・子育て会議 
　　　　　　　　 第 2 回射水市子ども施策推進委員会

 令和６年１２月 「（仮称）射水市こども計画（素案）」について議会説明
 令和６年 12 月 24 日～ 

令和 7 年 1 月 23 日
「（仮称）射水市こども計画（素案）」に関する市民からの意見募集

 
令和 7 年 2 月 18 日

令和６年度　第３回射水市子ども・子育て会議 
　　　　　　　　 第３回射水市子ども施策推進委員会

 令和 7 年 3 月 議会説明
 令和 7 年 3 月 射水市こども計画策定、公表
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３　射水市子ども・子育て会議設置要綱   　　 

 

○射水市子ども・子育て会議設置要綱 

平成28年10月7日　告示第209号 

(設置) 

第1条　射水市のこども施策(子どもに関する全ての施策をいう。以下第3条において同じ。)の実施を推進し、子育ての

当事者その他こども施策の推進に関わる者の意見を聴くため、射水市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会

議」という。)を置く。 

(所掌事項) 

第2条　子ども・子育て会議は、次に掲げる事項について所掌する。 

(1)　子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項各号に掲げる事務に関するこ

と。 

(2)　こども基本法(令和4年法律第77号)第2条第2項に規定するこども施策の実施及び同法第10条第2項に規定する市

町村こども計画の策定に関すること。 

(3)　前2号に掲げるもののほか、こども施策に関し必要な事項 

(組織) 

第3条　子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。 

2　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1)　こども施策に関し学識経験のある者 

(2)　保健医療関係者 

(3)　保育・教育関係者 

(4)　民生委員・児童委員の代表者又はその指名する者 

(5)　法第6条第2項に規定する保護者 

(6)　こども施策に関する事業に従事する者 

(7)　公募による市民 

(8)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

(委員) 

第4条　委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

2　委員の再任は、妨げない。 
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(会長及び副会長) 

第5条　子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。 

2　会長は、会議を進行する。 

3　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第6条　会議は、市長が招集する。 

2　市長が必要と認めた場合は、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求め

ることができる。 

(部会) 

第7条　子ども・子育て会議に、部会を置くことができる。 

2　部会は、市長が指名する委員及び市長が必要と認める外部関係者(以下「部会委員」という。)あわせて14人以内で組

織する。 

3　部会委員は、市長が委嘱する。 

4　部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選によって定める。 

5　部会長は、会議を進行する。 

6　副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

7　部会の会議については、前条の規定を準用する。 

(子ども・子育てワーク会議) 

第8条　子育て支援に関する活動を行うため、子ども・子育てワーク会議(以下「ワーク会議」という。)を設置する。 

2　ワーク会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

(庶務) 

第9条　子ども・子育て会議及び部会並びにワーク会議の庶務は、福祉保健部子育て支援課及びこども福祉課において

処理する。 

(その他) 

第10条　この要綱に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 

この告示は、平成28年10月11日から施行する。 

附　則(平成30年4月1日告示第122号) 

この告示は、公表の日から施行する。 

附　則(令和6年4月1日告示第148号) 

この告示は、公表の日から施行する。 

附　則(令和6年4月1日告示第232号) 

この告示は、公表の日から施行する。 
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４　射水市子ども条例   　　　　　　　　　 

○射水市子ども条例 

平成19年6月20日　条例第20号 

(目的) 

第1条　この条例は、児童の権利に関する条約の理念に基づき、人間として生きるために大切な子どもの権利並びにそれにかか

わる市、親等、育ち・学びの施設関係者及び地域社会の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本を定めることにより、

子どもの幸せと健やかな成長を図る社会を実現することを目的とする。 

(定義) 

第2条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)　子ども　市民をはじめとする市に関係のある18歳未満の者その他これらの者と等しく権利を認めることが適当である者 

(2)　親等　親及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する里親その他の親に代わり子どもを養育する者 

(3)　育ち・学びの施設関係者　児童福祉法に規定する児童福祉施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校その他

の子どもを養育し、又は教育するための施設の設置者、管理者及び職員 

(4)　地域社会　地域に属する住民、諸団体及び事業者 

(人間として生きるために大切な子どもの権利) 

第3条　一人の人間として生きるために、とりわけ大切にしなければならない子どもの権利は、次のとおりとする。 

(1)　いのちと健康が守られること。 

(2)　差別、虐待、体罰、いじめ等を受けることなく安心して生きること。 

(3)　有害な環境から守られ、必要な保護又は支援を受けられること。 

(4)　個性が認められること、プライバシーが不当に干渉されないこと、余暇をもつこと等人格が尊重されて、はぐくまれる

こと。 

(5)　適切な生活習慣を身に付けること、遊ぶこと、学ぶこと、文化芸術及びスポーツに親しむことにより、自分の人格と能

力を最大限まで発達させること。 

(6)　自分の権利に影響を及ぼす事柄について意見を述べること。この場合において、子どもの意見は、子どもの年齢や成長

に応じて、その意見の妥当性の程度にふさわしい配慮がなされ、尊重されなければならない。 

(7)　自分の感じたことを素直に表現すること、及び仲間をつくり集うこと。ただし、子どもが社会規範を守り、他人の権利

を尊重するよう配慮がなされなければならない。 

(市の責務) 

第4条　市は、子どもの幸せと健やかな成長を図るための施策の推進に努めなければならない。 

2　市は、子どもの権利に関する市民の理解を深めるため、その啓発に努めなければならない。 

(親等の責務) 

第5条　親等は、子育てに第一の責務があることを自覚して子どもの養育に努めなければならない。 
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2　親等は、子どもの豊かな人格を形成するため、安らぎのある家庭を築くよう努めなければならない。 

3　親等は、子どもに対して、虐待や体罰その他不適切な養育を行ってはならない。 

(育ち・学びの施設関係者の責務) 

第6条　育ち・学びの施設関係者は、子どもの幸せと健やかな成長を図るための物的環境、人的環境等の整備に努めな

ければならない。 

2　育ち・学びの施設関係者は、子どもが安全な環境で、安心して活動できるように、災害発生の防止に努めなければ

ならない。 

3　育ち・学びの施設関係者は、いじめの防止に努め、体罰を行ってはならない。 

(地域社会の責務) 

第7条　地域社会は、地域が子どもにとって、安全で安心して心豊かに過ごせる場となるように努めるものとする。 

2　地域社会は、子どもが地域の一員として、社会参加できる機会の確保に努めるものとする。 

3　事業者は、雇用する市民が安心して子どもを養育できるよう努めるものとする。 

(連携) 

第8条　市、親等、育ち・学びの施設関係者及び地域社会は、それぞれの責務を遂行するに当たり、子どもの幸せと健

やかな成長を図るために、互いの連携に努めるものとする。 

(相談及び救済) 

第9条　市は、子ども、親等及び市民からの子どもの権利の侵害に関する相談に応じるため、相談窓口を置くものとす

る。 

2　市は、前項の相談を受け、子どもの権利の侵害のおそれがある場合には、関係機関及び関係団体と連携をとり、救

済に努めなければならない。 

(推進計画) 

第10条　市は、子どもに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、射水市子どもに関する施策推進計画(以下

「推進計画」という。)を策定するものとする。 

2　推進計画を策定するに当たっては、第11条第1項に規定する射水市子ども施策推進委員会の意見を聴くとともに、広

く市民の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。 

(推進委員会) 

第11条　子どもに関する施策の充実を図るため、射水市子ども施策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。 

2　推進委員会は、前条第2項に定めるもののほか、子どもに関する施策の推進のために必要な事項について調査及び審

議し、市長に対し意見を述べることができる。 

(委任) 

第12条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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５　射水市子ども・子育て会議及び 

　　射水市子ども施策推進委員会委員名簿　　　　　　 

　　 

＜任期：令和６年４月１日～令和８年３月３１日＞ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 
氏 名 役 職

要綱第３条 

第２項
備　　　　考

 
小川　耕平

学校法人浦山学園 
富山福祉短期大学幼児教育学科長・教授

第１号関係 学識経験者

 
明橋　大二

医療法人真生会 

真生会富山病院心療内科部長
第２号関係 医療従事者

 
川井　一代 作道小学校長 第３号関係 小学校長会

 
吉野　長武 新湊中学校長 第３号関係 中学校長会

 
上田　雅裕 学校法人鷹寺学園理事長 第３号関係 民間幼稚園代表

 
伊藤　行人 射水市民間保育連盟会長 第３号関係 民間保育園代表

 
杉山　義尚

射水市民生委員児童委員協議会 

主任児童委員部会部会長
第４号関係 民生・児童委員

 
山田　彰 射水市ＰＴＡ連絡協議会会長 第５号関係 保護者代表

 
荒木　順治 新湊つくりみちこども園保護者会会長 第５号関係 保育園保護者代表

 
砂田　智広 大門わかば幼稚園みつば会会長 第５号関係 幼稚園保護者代表

 
滑川　明美 とねりこ学級支援員 第６号関係

放課後児童クラブ 

運営主体代表

 
氏家　正美 海老江こども園子育て支援センター長 第６号関係

子育て支援センター

運営代表

 
森田　信子 射水市母子保健推進員連絡協議会会長 第６号関係

母子保健推進員連絡

協議会代表

 
數井　洋恵 射水市子ども・子育てワーク会議委員 第７号関係 一般市民（公募）

 
山崎　一佳 高岡人権擁護委員協議会人権擁護委員 第８号関係 人権擁護委員協議会

 
宮島　伊佐夫 射水市地域振興会連合会常任理事 第８号関係 地域振興会連合会

 
篠田　千春 射水市商工会事務局長 第８号関係 企業関係者

 
林　弥生 射水保護司会副会長 第８号関係 保護司会

 
亀谷　順子 射水市婚活サポーターズクラブ会長 第８号関係 結婚支援団体
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６　射水市要保護児童対策協議会設置要綱　　　　　　 

○射水市要保護児童対策協議会設置要綱 

平成18年12月8日　告示第187号 

(設置) 

第1条　保護者のない児童又は虐待を受けている等の保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護

児童」という。)に関する問題について、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者

(以下「関係機関等」という。)が適切な連携の下で組織的に対応することにより、要保護児童の早期発見及び適切な保護又

は要支援児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下

同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項の

規定に基づき、射水市要保護児童対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 

(所掌業務) 

第2条　協議会は、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換

を行うとともに、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に対する支

援の内容に関する協議を行うほか、前条の目的を達成するために必要な業務を行う。 

(協議会の組織) 

第3条　協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議をもって組織する。 

(調整機関) 

第4条　法第25条の2第4項により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、射水市福祉保健部を指定す

る。 

2　調整機関は、運営の中核となって関係機関等の役割分担及び連携に対する調整を行う。 

(代表者会議) 

第5条　代表者会議は、関係機関等の代表者による会議とし、次に掲げる事項について協議する。 

(1)　要保護児童の適切な保護を図るための情報交換に関する事項 

(2)　要保護児童等の支援に関するシステム全体に関する事項 

(3)　要保護児童等に対する支援内容に関する事項 

(4)　実務者会議からの活動状況の報告と評価 

2　代表者会議は、委員16人以内をもって組織する。 

3　委員は、別表に掲げる関係機関及び関係団体の職員又は役員並びに児童の福祉に関連する職務に従事する者のうちから市

長が委嘱し、又は任命する。 

4　委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

5　代表者会議に会長を置き、委員の互選により定める。 

6　会長は、会議を進行する。 
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7　会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

8　代表者会議は、市長が必要に応じて招集する。 

9　市長が必要と認めた場合は、代表者会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 

(実務者会議) 

第6条　実務者会議は、代表者会議の委員が、その所属する関係機関又は関係団体の職員等のうちから指名した者による会議

とし、次に掲げる事項について協議する。 

(1)　個別ケース検討会議で課題となった事項 

(2)　要保護児童等の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握に関する事項 

(3)　代表者会議への活動報告に関する事項 

2　実務者会議に座長を置き、調整機関の長が指名した者をもって充てる。 

3　実務者会議は、調整機関の長が招集する。 

4　座長は、必要に応じて、実務者会議における協議の結果を代表者会議に報告するものとする。 

5　前条第6項、第7項及び第9項の規定は、実務者会議について準用する。 

(個別ケース検討会議) 

第7条　個別ケース検討会議は、要保護児童等に直接関わりを有している関係機関等の担当者及び今後関係を有する予定の関

係機関等の担当者による会議とし、次に掲げる事項について協議する。 

(1)　支援ケースの把握及び問題点の確認に閲する事項 

(2)　支援方針の確立・役割分担の検討及び確認に関する事項 

(3)　支援ケースの主たる担当関係機関等及び主たる援助者の決定に関する事項 

(4)　関係機関等における支援の経過及び現状の確認に関する事項 

(5)　実際の援助及び介入方法等の検討及び確認に関する事項 

2　個別ケース検討会議は、調整機関の長が招集する。 

3　調整機関の長は、前項に掲げる者のほか、必要と認める者を指名し、会議に出席させることができる。 

4　第5条第6項、第7項及び第9項並びに前条第2項の規定は、個別ケース検討会議について準用する。 

(守秘義務) 

第8条　委員、関係機関等に属する者及び協議会に出席した者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を

漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 

(公開及び非公開) 

第9条　代表者会議は原則として公開する。ただし、個人情報を扱う場合は、市長の判断により非公開にすることができる。 

2　実務者会議及び個別ケース検討会議は、非公開とする。 

(その他) 

第10条　この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 
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1　この告示は、公表の日から施行する。 

2　この告示の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第5条第4項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとす

る。 

附　則(平成21年3月30日告示第53号) 

この告示は、平成21年4月1日から施行する。 

附　則(平成26年1月31日告示第15号) 

この告示は、公表の日から施行する。 

附　則(平成26年9月22日告示第167号) 

この告示は、公表の日から施行する。 

附　則(平成27年3月16日告示第32号) 

この告示は、公表の日から施行する。 

附　則(令和6年4月1日告示第178号) 

この告示は、公表の日から施行する。 

 

別表(第5条関係) 
 

選任区分 所属

 
福祉・教育 射水市保育士会代表

 
射水市幼稚園教育研究会代表

 
射水市小学校長会代表

 
射水市中学校長会代表

 
射水市子どもの権利支援センター代表

 
児童家庭支援センター代表

 
保健・医療 医師会

 
司法・警察 射水警察署

 
富山地方法務局高岡支局

 
地域活動 射水市民生児童委員協議会代表

 
射水市人権擁護委員会代表

 
子育て支援センター代表

 
公共関係機関 高岡児童相談所

 
高岡厚生センター射水支所

 
学識経験者 大学教授

 
射水市関係部局 射水市福祉保健部
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